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第１編 総則 
 
第１章  基本的事項 

 

 

 

 

 

１ 本計画策定の趣旨 

「愛知県地域防災計画－地震・津波災害対策計画－(平成 28年 5月修正、愛知県防災会議)」に

示されているとおり、南海トラフ全域で、30 年以内にマグニチュード８以上の地震（以下「南海

トラフ地震」という。）が起きる確率は 70％程度と予測されており、この地域は、巨大地震がい

つ起きてもおかしくない状況にある。 

また、近年、気候変動に伴う強い台風や集中豪雨の増加により、河川氾濫や土砂災害等といっ

た災害リスクも高まっている。 

一度、大規模災害が発生すると、大量の災害廃棄物が発生し、生活環境の悪化、復旧・復興の

遅れへとつながりかねない事態に陥ることとなり、平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災

の教訓からも、被害が発生してからではなく事前に対策を講じておくことが重要となっている。 

こうしたことから、環境省において、地方自治体の災害廃棄物対策を促進するため、平成 26年

3 月に「災害廃棄物対策指針（以下「国指針」という。）」が新たに策定され、県及び市町村にお

ける災害廃棄物処理計画の策定が求められているところである。 

また、本県は製造品出荷額等が 38 年連続で全国一（平成 26 年）という日本一の産業県である

ことから、大規模災害時にはいち早く立ち上がり、復興の要となることが求められる。 

このような背景を踏まえ、本県における災害発生後の早期復旧・復興を果すべく、あらかじめ

災害が発生した際の廃棄物の迅速かつ適正な処理に資するための計画を定めるものである。 

 

２ 本計画の位置付け 

本計画は、県及び市町村が災害廃棄物処理計画を作成するに当たっての基本的事項をとりまと

めた国指針を踏まえ、本県における防災対策全般の計画である愛知県地域防災計画と整合を図り

つつ、想定される災害を基にして、発災前の業務、発災後の応急対策、復旧･復興対策等に必要な

事項について、本県及び県内市町村等における災害廃棄物対策の基本的な考え方や方向性をとり

まとめたものであり、その位置付けは、図１のとおりである。 

市町村においては、本計画及び市町村地域防災計画と整合を図った市町村災害廃棄物処理計画

（以下「市町村計画」という。）を策定する。 

なお、発災後においては、市町村は、市町村計画を基に、実際の被災状況から災害廃棄物の発

本章では、愛知県災害廃棄物処理計画（以下「本計画」という。）の前提となる事項について

整理することを目的として、「本計画策定の趣旨」、「本計画の位置付け」、「本県の特徴」、「対象

とする災害と廃棄物」という基本的事項について示す。 



第１編 総則 第１章 基本的事項  

 

愛知県災害廃棄物処理計画 2

生状況を的確に把握し、災害廃棄物処理の全体像を捉えつつ財政的な措置を含めて関係者の協力

を得て廃棄物処理を進めるため、災害廃棄物の処理方針や具体的な処理方法等を定めた「災害廃

棄物処理実行計画（以下「実行計画」という。）」を速やかに策定する。 

 

愛知県災害廃棄物処理計画

災害廃棄物対策指針（平成２６年３月 環境省）

災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）

防災基本計画（平成２８年５月 中央防災会議）

環境省防災業務計画（平成２８年４月 環境省）

愛知県地域防災計画

市町村災害廃棄物処理計画

市町村地域防災計画

市町村県

国

災害発生後

愛知県災害廃棄物処理実行計画

（市町村からの事務委託を受けた場合）

市町村災害廃棄物処理実行計画

（発災後の実態に合わせて策定）

（災害廃棄物対策指針（平成 26 年３月、環境省）を参考に環境部作成） 

図１ 本計画の位置付け 

 

３ 本県の特徴 

南海トラフ地震では、本県の広い範囲が地震により被災することが想定されており、加えて沿

岸部においては津波による甚大な被害も懸念される。また、本県は、過去に東南海地震や三河地

震とともに、伊勢湾台風や東海豪雨等の集中豪雨による被害も起きている。 

本県は日本一の産業県であるとともに、交通の要衝であることも踏まえると、災害により本県

が被る被害が日本全体にもたらす影響も大きいと考えられ、大規模災害時に本県における生活及

び産業活動の早期復旧・復興を果すため、災害廃棄物の迅速かつ適正な処理を行うことは非常に

重要かつ優先度の高い課題である。 

 

＜災害＞ 

本県は、過去にしばしば大地震に襲われている。過去に本県に大きな被害を与えた地震は、

海溝型地震と内陸型地震のタイプに分けることができる。直近では、昭和 19年に起こった海

溝型地震である東南海地震（M7.9、県内の死者・行方不明者：438 人）、昭和 20 年に起こっ
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た内陸型地震である三河地震（M6.8、県内の死者：2,306 人）で大きな被害を被っており、そ

れ以前にも濃尾地震など大地震に見舞われている。 

今後、30年以内に南海トラフ地震が起きる確率は 70％程度と予測されている。 

また、昭和 34 年の伊勢湾台風をはじめ、平成 12 年には東海豪雨により名古屋市及びその

周辺が大きな被害を受けたほか、平成 20年には岡崎市等を襲った集中豪雨により大きな被害

を受けている。 

 

＜地勢＞ 

本県の西部から南部にかけての一帯は平坦で、木曽川・庄内川の両川が濃尾平野を、矢作

川が岡崎平野を、豊川が豊橋平野をそれぞれ形成している。濃尾平野の西側には軟弱地盤を

形成する沖積層が厚く分布し海抜 0m以下の地域も広がるとともに、その東側には尾張丘陵が

広がり、南に伸びて知多半島を形成している。豊橋平野からは渥美半島が伸びている。本県

の北部から北東部は長野県から木曽山脈が南に伸びて三河高原を形成し、標高 1,000m を超え

る山も少なくない。太平洋、三河湾と接する渥美半島と、三河湾、伊勢湾と接する知多半島

により海岸線は 594km と長い。 

 

＜産業＞ 

県内総生産は、東京都、大阪府に次いで全国第 3位である。 

本県は、三大都市圏の一つである中京圏の中核を成し、日本一の工業地帯が沿岸部・内陸

部に広がっており、製造品出荷額等は 43 兆 6,040 億円（平成 26年）で 38年連続で全国 1位

となっている。業種別にみても、主要産業である自動車に代表される輸送用機械だけでなく、

業務用機械、プラスチック、鉄鋼業等で全国 1位となっている。 

卸売業、小売業における事業所数・従業者数・年間商品販売額の全国に占める割合は、東

京都、大阪府に次いで全国第 3位である。また、農業産出額は 3,084 億円（平成 25年）と全

国 7 位であり、農林水産業も盛んに行われている。 

 

＜人口＞ 

人口は、744 万 1,315 人（平成 27 年 4 月）で、東京都、神奈川県、大阪府に次いで全国第

4位である。 

 

＜交通＞ 

東名・名神、新東名、伊勢湾岸、中央、東名阪、東海北陸、東海環状などの高速道路・自

動車専用道路が道路ネットワークを形成している。現在、名古屋第二環状自動車道等の整備

も進められており、今後、道路アクセスの利便性が一層向上することが見込まれる。港湾施

設としては、国際拠点港湾である名古屋港を始め、重要港湾である衣浦港や三河港があり、

日本はもとより海外と結ぶ流通基地としての役割を果たしている。空港としては、中部圏と

世界を結ぶ空の玄関口である中部国際空港（セントレア）とコミューター航空や国際ビジネ

ス機などの拠点である県営名古屋空港がある。 

また、都市部を中心に全県域に幅広く鉄道網が整備されているとともに、平成 39 年度には
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国土構造にも変化をもたらすと考えられるリニア中央新幹線の開業（東京都－名古屋市間）

が予定されており、今後、さらに交通の要衝としての発展が見込まれている。 

 

４ 対象とする災害と廃棄物 

４．１ 対象とする災害 

本計画では、地震災害及び風水害、その他自然災害を対象とする（表１）。 

 

表１ 対象とする災害 

対象とする災害 概要 

地震災害 地震の揺れに加え、これにより発生する津波、火災、液状化、急傾斜地

崩壊等も対象とする。 

風水害、その他自

然災害 

台風、高潮、集中豪雨、土砂災害等 

 

４．２ 本計画における被害想定 

○ 本計画における被害想定については、愛知県地域防災計画で本県の地震・津波対策を進め

る上で軸となる想定として位置付けられる南海トラフ地震の「過去地震最大モデル

※

」に

より想定される被害とする。 
 なお、本県では、過去に伊勢湾台風や東海豪雨等にも見舞われており、こうした風水害

等に係る災害廃棄物対策についても併せて各項に記載する。 
○ 市町村計画では、愛知県地域防災計画で参考とする浸水想定として位置付けられる、集中

豪雨等による洪水浸水を想定した「水防法第14 条に基づき指定された洪水浸水想定区

域」及び「本県が設定した高潮浸水想定（平成26年11月26日）」や「土砂災害防止法第7
条に基づく土砂災害警戒区域」等も参考として、地域の特性に応じた対策を検討する必要

がある。 
 

※ 過去地震最大モデル 

○ 南海トラフ地震のうち、発生したことが明らかで規模の大きいもの（宝永、安政東海、安

政南海、昭和東南海、昭和南海の５地震）を重ね合わせたモデルである。 
○ 平野部や半島部において、広い範囲に渡り震度6 強以上の強い揺れが想定される。一部

の地域では、震度7 の非常に強い揺れが想定される（図２）。 
○ 堤防等の被災を考慮した結果、ゼロメートル地帯等の広い範囲で浸水する想定となる。浸

水想定域（浸水深1cm 以上）は約26,500haと想定される（図３）。 
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 図３ 想定浸水深分布 図２ 想定震度分布 
（防災局調べ） （防災局調べ） 
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４．３ 対象とする災害廃棄物等 

本計画において対象とする廃棄物等は、被災者の生活に伴う廃棄物及び災害によって発生

する廃棄物等に大別され、表２のとおりである。 

 

表２ 対象とした災害廃棄物等 

廃棄物 特徴 

①

被

災

者

の

生

活

に

伴

う

廃

棄

物 

生活ごみ 家庭から排出される生活ごみや粗大ごみ 

避難所ごみ 避難所から排出される生活ごみなど 

し尿 

仮設トイレ（災害用簡易組み立てトイレ、レンタルトイレ及び他

市町村・関係業界等から提供されたくみ取り式トイレの総称）等

からの汲取りし尿 

②

災

害

に

よ

っ

て

発

生

す

る

廃

棄

物

等

 

可燃物 繊維類、紙、木くず、プラスチック等が混在した廃棄物 

不燃物 コンクリート、ガラス・陶磁器くず、土砂などが混在した廃棄物 

木くず 柱・梁・壁材、風水害または津波などによる流木など 

コンクリートが

ら 

コンクリート片やコンクリートブロック、アスファルトくずなど 

金属くず 鉄骨や鉄筋、アルミ材など 

腐敗性廃棄物 

冷凍冷蔵庫や加工場等から排出される食品廃棄物・水産廃棄物、

飼肥料工場等から排出される飼料・肥料、畳など 

廃家電 

被災家屋から排出されるテレビ、洗濯機、エアコンなどの家電類

で、災害により被害を受け使用できなくなったもの 

廃自動車等 

災害により被害を受け使用できなくなった自動車、自動二輪、原

付自転車 

廃船舶 災害により被害を受け使用できなくなった船舶 

有害廃棄物 廃石綿等、石綿含有廃棄物、ＰＣＢ廃棄物、薬品、注射針等 

その他、処理が困

難な廃棄物 
消火器、ボンベ類などの危険物やスプリングマットレス・ソファ

ーなどの地方公共団体の施設では処理が困難なもの、漁網、石膏

ボードなど 

津波堆積物 

海底の土砂やヘドロが津波により陸上に打ち上げられ堆積したも

のなど 
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第２章  災害廃棄物対策に係る全般的事項 

 

 
 
 
 
 
１ 災害廃棄物処理に係る基本方針 

災害発生後の県民の生活環境の保全に資するべく、本県において災害廃棄物を迅速かつ適正に

処理するための基本的な方針は、次のとおりである。 

 

 

 

 

 

（1）県内の市町村による連携 

○ 災害廃棄物は、通常時の一般廃棄物と比べ、一度に大量の発生が見込まれ、単独の市町村

では対応が困難なことが想定されるため、市町村間の連携を促進し対応を図る。具体的に

は、愛知県ごみ焼却処理広域化計画に基づく１３の広域化ブロックや尾張地域、西三河地

域、東三河地域という地域ブロック、地域ブロックを越えた全県域における連携を推進し、

速やかな処理を実施する。 
（2）分別・選別の徹底及び再資源化の促進 

○ 災害廃棄物の発生現場や仮置場への搬入時における分別を徹底し、円滑な処理につなげる

とともに、仮置場等での選別の徹底及び再資源化の促進により、最終処分量の低減を図る。 
（3）民間事業者との連携 

○ 一般廃棄物である災害廃棄物の処理に当たっては、市町村自らによる処理や一般廃棄物処

理業者の活用に加えて、産業廃棄物処理業者や建設業者など幅広い民間事業者の力を最大

限活用して、迅速な処理を目指すものとする。 
 

２ 処理スケジュール 

○ 避難所ごみ・し尿については、避難所の生活環境悪化を防止するため、発災の翌日にはし

尿の収集運搬を、３～４日後には避難所ごみの収集運搬を開始し、避難所の閉鎖とともに

終了する。 

○ 災害廃棄物の処理については、災害の規模や被害の状況を踏まえつつ、可能な限り早期の

処理を目指し、発災後に適切な処理期間を設定する。 

本章では、本県における災害廃棄物対策における全般的事項として、「災害廃棄物処理に係る

基本方針」、「処理スケジュール」、「各主体の役割」、「組織体制・指揮命令系統」、「情報収集・

連絡」、「協力・支援体制」、「県民への広報」、「他県被災地への協力・支援」について示す。 

■県内の市町村による連携 

■分別・選別の徹底及び再資源化の促進 

■民間事業者との連携 
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○ 大規模災害時においては、概ね 3 年以内の処理を目指す。ただし、復旧・復興事業におけ

る再生資材の利用の内容や進捗に応じて柔軟に対応する。 

○ 発災後、国により処理指針（マスタープラン）が作成された際には、そこで示される目標

期間との整合を図る。 

 

 
３ 各主体の役割 

３．１ 処理主体及び県の役割等 

（1）処理主体 

○ 災害廃棄物は原則として一般廃棄物であり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和

45年法律第137号）（以下「廃棄物処理法」という。）第6条の2の規定により、市町村がそ

の処理の責任を担う。 
○ そのため、市町村は、災害廃棄物対策に関する施策を一般廃棄物処理計画に規定するとと

もに、本計画と整合を図りつつ、市町村計画を作成し、災害時に域内の廃棄物を迅速かつ

適正に処理が行える体制を整備する。また、市町村が一部事務組合を構成している場合、

当該組合とも調整し、一般廃棄物処理計画や市町村計画においてその役割についても明示

する。 
○ また、自らが被災していない場合や被災の程度が軽い場合は、被災市町村や本県からの要

請に応じて、資機材や人材の提供、広域的な処理の受入れ等に積極的に協力するものとす

る。特に、政令指定都市や中核市においては、通常時から県と同様に産業廃棄物の許認可

等の事務を行っているとともに、それ以外の市町村と比べて人材面、技術面、施設面等で

充実していることが考えられるため、災害廃棄物処理においては被災市町村を積極的に支

援するものとする。 
 

（2）県の役割 

○ 県は、廃棄物処理法第４条第２項の規定により、市町村に対して、廃棄物処理に対する技

術的援助に努めるとともに、広域的な観点から、市町村間や民間事業者、他県、国等との

連携体制を整備する必要がある。 
○ そのため、発災前においては、市町村に対して、災害廃棄物対策に係る情報提供や技術的

支援を行い、市町村における災害廃棄物対策を促進するとともに、市町村及び民間事業者

団体、他県、国との間で協議・調整を行い、広域的な支援体制を整備する。 
○ 発災後においても、被災市町村が迅速かつ適正に災害廃棄物を処理できるよう、災害廃棄

物対策に係る情報提供や技術的支援を行うとともに、市町村の被害の状況に応じ、支援側

となる市町村や民間事業者団体、他県、国との間で連絡調整を行い、支援体制を整備する。

また、市町村や関係機関と連携して、県内における処理全体の進捗管理を行う。 
○ 地震や津波等により甚大な被害を受けた市町村が、自らのみでは災害廃棄物処理行政を遂

行することが困難な場合には、地方自治法第252条の14の規定に基づき、県は市町村から
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事務の一部を受託し、県が災害廃棄物の処理を行う場合がある。 
（事務委託を受ける場合、委託の範囲は、各市町村の被災状況等を踏まえ、発災後に県

と被災市町村との間で協議を行う。） 

○ なお、県は、国に対して、必要に応じて、災害対策基本法に基づく国による代行処理も視

野に入れつつ、環境省中部地方環境事務所（以下、単に「中部地方環境事務所」という。）

を中心とした広域的な支援体制の整備や、災害廃棄物処理に係る法制度の特例、財政的な

措置等について要請を行う。 
 

（3）民間事業者の協力 

○ 県は、地震、風水害等の大規模災害が発生した際における災害廃棄物の撤去、収集運搬及

び処分等に関し、愛知県衛生事業協同組合、一般社団法人愛知県産業廃棄物協会、愛知県

解体工事業連合会と、冷凍空調機器等からのフロン類の回収に関し、愛知県フロン類排出

抑制推進協議会と協定を締結しており、これらの団体は県や市町村からの要請に応じて、

必要な人員、車両、資機材等を調達し、可能な限り廃棄物の処理又はフロン類の回収に協

力する。 
○ また、県は、災害時における化学物質等の調査について、一般社団法人愛知県環境測定分

析協会及び愛知県特定計量証明事業協会と協定を締結しており、これらの団体は県からの

要請に応じて、同団体に所属する会員に対して要請された業務を優先的に実施させる。 
○ 県と協定を締結しているこれらの団体は、災害時における円滑な支援を可能とするよう、

平常時から災害時の対応準備を進めるとともに、事業者における技術向上を促進する。 
○ 今後、県は、国や市町村とも連携して、建設業者等の民間事業者との連携も図られるよう、

連携体制の構築を進める。 
 
３．２ 県・市町村の業務概要 

○ 県・市町村が発災前及び発災後の各フェーズで行う業務の概要は、表３のとおりである。

それぞれの時期は、災害規模等により異なるが、応急対策は発災から３カ月程度まで、復

旧・復興対策はそれ以降発災後３年程度を目安とする。 
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表３ 県・市町村における業務概要 

 

県 市町村 

発

災

前

 

・災害廃棄物処理計画の策定、市町村計

画の策定支援 

・国・他県・市町村・関係機関等との連

絡体制の整備 

・災害応援協定の拡充・具体化 

・一般廃棄物処理施設の防災対策の助言 

・仮置場候補地選定の進捗管理 

・人材育成・訓練の実施 

・災害廃棄物処理計画の策定 

・県・他市町村・関係機関等との連絡体

制の整備 

・応援要請先の確保、災害応援協定の拡

充・具体化 

・一般廃棄物処理施設の防災対策の実施 

・仮置場候補地の設定 

・人材育成・訓練の実施 

発

災

後

３

カ

月

程

度

ま

で

（

応

急

対

策

）

 

【初動期：発災後数日間】 

・災害廃棄物特別担当の設置 

・被災市町村の被害状況の把握 

・被災市町村及び支援市町村・民間事業

者間の総合調整 

 

 

【初動期以降】 

・他県への応援要請 

・収集運搬・処理に関する助言 

・災害廃棄物発生量等の推計 

・災害廃棄物処理の進捗管理 

・災害等廃棄物処理補助事業

※

のための

報告書の作成支援 

 

市町村から事務委託を受ける場合 

・委託範囲の確定 

・事務委託の手続（規約、議決、告示） 

・災害廃棄物処理実行計画の策定 

・二次仮置場の設置手続き 

【初動期：発災後数日間】 

・組織体制の整備 

・避難所ごみ・し尿の収集運搬、処理 

・被害状況の把握、県への報告 

・他市町村・民間事業者等への応援要請 

・県への調整等の要請 

・一次仮置場の設置 

【初動期以降】 

・一般廃棄物処理施設の補修・再稼働 

・災害廃棄物の収集・撤去 

・廃棄物処理業者への委託処理 

・災害廃棄物発生量等の推計 

・災害廃棄物処理実行計画の策定 

・災害等廃棄物処理補助事業

※

のための

報告書の作成 

県へ事務委託する場合 

・委託範囲の確定 

・事務委託の手続（規約、議決、告示） 

・仮設処理施設の設置場所選定 

（

復

旧

・

復

興

対

策

） 

発

災

後

３

年

程

度

ま

で 

・災害廃棄物処理に係る応援調整 

・災害廃棄物処理の進捗管理 

 

市町村から事務委託を受ける場合 

・二次仮置場の設置 

・災害廃棄物の処理 

・損壊家屋等の解体撤去 

・二次仮置場の設置 

・災害廃棄物の処理 

・災害等廃棄物処理補助事業における災

害査定の受検、補助申請 

※ 災害関係業務事務処理マニュアル（平成 26 年 6月、環境省）を参考に事務を実施 
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４ 組織体制・指揮命令系統 

○ 県は、市町村単独の処理が困難な大量の災害廃棄物が発生した場合や市町村の行政機能が

著しく低下した場合など、市町村の被災状況に応じて、県災害対策本部における環境部の

下に図４の「災害廃棄物特別担当」を速やかに設置するとともに、環境部各課及び防災部

や建設部等の他部局とも連携し、災害廃棄物対策にあたる。 

○ 「災害廃棄物特別担当」は、発災当初は災害廃棄物対策チームとして速やかに立ち上げ、

必要に応じ適切な組織体制を確保する。 

○ 「災害廃棄物特別担当」の総括リーダーは環境部長をもって、リーダーは資源循環推進課

長をもって充てる。なお、発災当初は激務が想定されるため、総括リーダーは環境部長及

び環境部次長、リーダーは資源循環推進監及び資源循環推進課長の２名体制とする。リー

ダーの下に、総務担当、情報・計画担当、応援調整・指導担当を配置する。 

○ また、方面本部である東三河総局・県民事務所廃棄物対策担当課においても、災害廃棄物

対策に当たる体制を確保し、市町村や事業者との連絡調整・指導等を行う。 

○ なお、県が市町村から事務委託を受けた場合は、処理担当を設置するとともに、東三河総

局・県民事務所廃棄物対策担当課にも処理担当を設置する。 

○ 「災害廃棄物特別担当」の業務概要は表４のとおりとし、「災害廃棄物特別担当」の設置に

当たり考慮する点は表５のとおりである。 

 

処理担当※

本部長（知事）

副本部長（各副知事、防災局長）

統括指令長（防災局長）

災害情報センター

統括指令長（防災局長）

副指令長（防災局次長、防災局各課長）

プロジェクトチーム、運用部、情報

部、広報部、総括部、連絡員会議

＜尾張方面本部＞

海部支部、知多支部

＜西三河方面本部＞

豊田加茂駐在

＜東三河方面本部＞

新城設楽支部

本部員会議

本部長（知事）

副本部長（各副知事、防災局長）

本部員（各部局長）

協

力

部

警

察

部

文

教

部

病

院

事

業

部

企

業

部

経

理

部

建

設

部

農

林

水

産

部

産

業

労

働

部

健

康

福

祉

部

環

境

部

防

災

部

県

民

生

活

部

振

興

部

総

務

部

政

策

企

画

部

方面本部

総括リーダー

リーダー

総務担当

災害廃棄物特別担当

※ 県が市町村から事務委託を受けた場合に設置

部

内

各

課

連携

連携

情報・計画担当

応援調整・指導担当

処理第一担当※

処理第二担当※

報告徴収・指示

 

図４ 愛知県災害対策本部と災害廃棄物特別担当 
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表４ 災害廃棄物特別担当における業務概要 

総括リーダー ・災害廃棄物処理業務全般の総括 

・県災害対策本部 本部員会議への要請・協議 

リーダー ・災害廃棄物処理業務の取りまとめ 

総務担当 ・庁内窓口、庶務、物品管理 

・組織体制整備 

・職員派遣・受入に係る調整 

・市町村からの事務委託手続き

※

 

・予算管理

※

、契約事務

※

 

情報・計画担当 

 

 

 

・被災市町村からの被災情報の収集 

・災害廃棄物等発生量の推計 

・災害廃棄物処理の進捗管理 

・国庫補助関係事務 

・広報、マスコミ対応 

・災害廃棄物処理実行計画の策定

※

 

応援調整・指導担当 ・広域応援に係る連絡調整（市町村、他県、国、事業者団体） 

・災害廃棄物処理に係る市町村指導 

・市町村からの事務委託範囲検討・調整

※

 

・処理困難物等の処理ルートの確保

※

 

処理第一担当

※

 ・二次仮置場・仮設処理施設の整備・管理

※

 

処理第二担当

※

 ・その他市町村からの事務委託に係る処理業務

※

 

※ 市町村から災害廃棄物処理の事務委託を受けた場合に拡充する業務・担当を示す。 

 

表５ 災害廃棄物特別担当の設置に当たり考慮する点 

項 目 内    容 

土木・建築職の

職員の確保 

災害廃棄物の処理においては、土木・建築工事に類する業務が想定される

ため、設計、積算、工程管理、現場管理等に必要な土木・建築職を含めた

組織体制を検討する。 

他自治体からの

職員の受入 

職員の不足、災害廃棄物対策のノウハウの不足を補うため、他自治体で災

害廃棄物処理経験のある職員を含めて職員派遣を要請する。また、市町村

から災害廃棄物処理の事務委託を受ける場合には、廃棄物処理施設の設

置・運転管理経験のある政令指定都市等の市町村職員の派遣を要請する。 

環境省職員・専

門家の受入 

廃棄物処理法の解釈や災害等廃棄物処理補助事業等を含めた技術的支援

を受けるとともに、国機関等との連携を促進するため、環境省職員の派遣

を要請する。また、環境省が構築した災害廃棄物処理支援ネットワーク

（D･Waste-Net）を活用して、専門家の派遣を要請する。 

組織体制の見直

し 

必要とされる業務は、時間の経過や処理の進捗により変化するため、柔

軟な組織体制の見直しを行う。 



第１編 総則 第２章 災害廃棄物対策に係る全般的事項 

 

愛知県災害廃棄物処理計画 13

 

５ 情報収集・連絡 

○ 災害時に迅速かつ的確な判断を可能とするよう、県災害対策本部及び市町村（一部事務組

合を含む。以下、市町村が一部事務組合を設け共同処理している場合は同じ。）との連絡体

制を構築し、情報収集・連絡調整を行う。 

○ また、被害状況や災害廃棄物の発生・処理状況は時間経過とともに変化するため、定期的、

継続的に情報収集を行う。 

 

５．１ 情報収集項目 

（1）県災害対策本部からの情報収集 

○ 災害廃棄物特別担当は、県災害対策本部から表６に示す情報収集を行う。 

○ 発災直後は、災害廃棄物の発生量や避難所ごみ等の発生状況、廃棄物処理施設の復旧見込

み、被災現場へのアクセスルート等の把握・検討を行うことが主な目的となる。 

 

表６ 災害対策本部から収集する情報 

区分 情報収集項目 目的 

建物等の被害状況の把

握 

・建物の全壊・焼失、半壊、床上浸水、床

下浸水の棟数 

・浸水範囲・面積 

・災害廃棄物等発生量の

把握 

避難所と避難者数の把

握 

・避難所名 

・各避難所の避難者数 

・避難所ごみ、し尿の発

生状況の把握 

ライフラインの被害状

況等の把握 

・停電・断水・ガス供給停止の状況及び復

旧の見通し 

・下水処理施設の被災状況 

・廃棄物処理施設の復旧

見込みの把握 

・下水処理施設の活用可

能性把握 

道路・橋梁の被害状況

等の把握 

・道路・橋梁の被害状況と復旧の見通し ・被災現場へのアクセス

ルートの把握 

・廃棄物の収集運搬体制

への影響把握 

 
（2）市町村からの情報収集 

○ 災害廃棄物特別担当は、被災市町村から表７に示す情報収集を行う。発災後、可及的速や

かに被害の状況等を収集し被害の全体像を把握するとともに、その後の応援調整や災害廃

棄物処理業務の進行管理に利用する。 

○ 収集手段は、電話（固定通信網、防災行政無線（地上系無線、衛星系無線）、携帯電話）、

ファクシミリ、メール、情報システム等による収集を基本とするが、通信網の途絶や情報
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の錯綜等がある場合は、必要に応じ被災市町村に東三河総局・県民事務所の職員を派遣し、

積極的な情報収集を行う。 

○ 県は、市町村の連絡窓口一覧を作成し、毎年度更新を行う。 

 
表７ 被災市町村から収集する情報 

区分 情報収集項目 主な利用目的 

災害廃棄物の発生状況 ・災害廃棄物等の種類と量 

・腐敗性廃棄物・有害廃棄物の発生

状況と対応状況 

・災害廃棄物等発生量の把握 

・応急・緊急対応 

・災害等廃棄物処理補助申請支援 

一般廃棄物処理施設の 

被災状況 

・被災状況 

・復旧見通し 

・廃棄物処理施設災害復旧補助申

請支援 

仮置場の整備状況 ・仮置場の位置と規模 ・県民への広報 

必要な支援内容 ・不足している資機材 

・不足している人員 

・広域処理の必要性 

・その他必要な支援内容 

・応援調整 

 

５．２ 情報収集の流れ 

○ 災害廃棄物特別担当における情報・計画担当及び応援調整・指導担当は連携して、東三河

総局・県民事務所を通して被災市町村から被害状況等を、被災していない市町村から協力

可能な情報（以下「協力可能情報」という。）を収集する。 

○ 被災市町村は、被害状況等を報告様式により発災後速やかに県へ報告するものとする。 

○ 災害廃棄物特別担当における応援調整・指導担当は、市町村からの要請に応じて、愛知県

衛生事業協同組合、一般社団法人愛知県産業廃棄物協会、愛知県解体工事業連合会及び愛

知県フロン類排出抑制推進協議会に協力要請を行い、当該団体は市町村と協議するととも

に協力可能情報を県へ報告する。 

○ 被害状況や協力可能情報の収集方法の流れについて、図５に示す。 

 

災害廃棄物特別担当（情報・計画担当、応援調整・指導担当）

東三河総局・県民事務所

協力可能

情報

協力可能

情報照会

・愛知県衛生事業協同組合

・一般社団法人愛知県産業廃棄物協会

・一般社団法人愛知県解体工事業連合会

・愛知県フロン類排出抑制推進協議会

民 間 業 者

協力可能

情報

協力

要請

協力可能

情報

協力

要請

被災していない市町村被災市町村

協力可能

情報

協力可能

情報照会

被害

状況等

被害

状況等

 

 

図５ 被害状況及び協力可能情報の収集方法 
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【風水害に係る留意点、特記事項等】 

○ 災害廃棄物対策に必要な情報機器及び計画・マニュアル類、事業者情報等の書類等につ

いては、風水害の発生に備え、水没や流出しない場所に設置・保管する。 

 

 

６ 協力・支援体制 

６．１ 行政、民間事業者等との協力・支援体制 

○ 本県では、地震等による大規模災害が発生した場合に備えて、県、市町村、一部事務組合

及び下水道管理者との間で「災害時の一般廃棄物処理及び下水処理に係る相互応援に関す

る協定」を締結している。市町村は、協定に基づき、自らによる処理が困難で応援が必要

な場合は、周辺市町村、下水道管理者又は県に応援要請を行う。 
○ 県では、災害廃棄物の処理等について、愛知県衛生事業協同組合、一般社団法人愛知県産

業廃棄物協会、愛知県解体工事業連合会及び愛知県フロン類排出抑制推進協議会と協定を

締結しており、大規模な災害が発生した場合は協定に基づき応援要請を行い、全県的な協

力・支援体制を構築し、市町村からの要請等に応じ総合調整を行う。 
○ 市町村でも、災害廃棄物の処理等について、一般廃棄物処理業者や一般社団法人愛知県産

業廃棄物協会等と協定を締結しており、発災後、自らによる処理が困難で応援が必要な場

合は、協定に基づき応援要請を行い、協力・支援体制を構築する。 
○ また、県外自治体等への応援要請については、全国知事会や中部９県１市における災害時

等の応援に関する協定、大規模災害時廃棄物対策中部ブロック協議会において策定される

広域連携計画、市町村による県外市町村との協定等に基づき実施する。以上を踏まえ、災

害時の協力支援関係について、図６に示す。 
○ 今後、県は、協力・支援体制を更に充実させるため、協定に基づく応援要請手法等の具体

化を図るとともに、国、他県、建設業者等を含めた民間事業者との連携体制の構築を進め

る。市町村は、発災時に支援側となる周辺市町村や友好提携都市、廃棄物処理業者等との

連携を深めるとともに、建設業者やプラント関係業者等の連携体制の構築も進める。 
○ 県は、市町村及び関係機関等の連絡窓口一覧を作成し、毎年度更新を行う。 
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愛知県衛生事業協同組合

一般社団法人愛知県産業廃棄物協会

一般社団法人愛知県解体工事業連合会

愛知県フロン類排出抑制推進協議会

愛知県

被災していない市町村 被 災 市 町 村

他県・他県市町村等

支援要請

支援

支援要請

支援要請

支

援

支

援

要

請

支

援

全国知事会、中部９県１市協議会、環境省

支援要請

支援要請

支援要請

支

援

要

請

 

図６ 災害時の協力・支援体制 

 

６．２ 地域間連携 

○ 本県における災害発生時において、大量に発生する廃棄物について、出来る限り速やかに

対応するため、事前に地域ブロック分け（尾張地域、西三河地域、東三河地域）をするこ

とにより、発災前及び発災後における市町村間の連携を促進する（図７）。 

○ この地域間連携の基本的考え方は次のとおりである。ただし、災害の規模により、市町村

が他の協定等に基づき県内の他市町村と連携を行うことを妨げるものではない。 
 
【地域間連携の基本的考え方】 

○ 市町村は、まずは被災市町村自らで対応を図り、対応できない場合は、愛知県ごみ焼却処

理広域化計画に基づく１３の広域化ブロック内の他市町村や民間事業者へ応援要請を行

う。 

○ 広域化ブロック内の市町村間協力等でも対応できない場合は、本計画に基づく尾張地域、

西三河地域及び東三河地域の地域ブロック内の他市町村への応援要請又は県への調整・あ

っせん要請を行う。 

○ 地域ブロック内の市町村間協力でも対応できない場合は、他の地域ブロックの市町村へ

応援要請を行うため、県へ調整・あっせんを要請する。 

○ 地域ブロック間の協力を踏まえても対応できない場合は、市町村間の災害応援協定等に

よる県外市町村へ応援要請又は県を通じた県外応援要請を行う。 

○ 県は、市町村からの要請に応じて、地域ブロック内及び地域ブロック間の総合調整を行う。 

○ なお、災害の状況に応じて、柔軟に取り扱うものとする。 
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図７ 地域ブロック 

 

６．３ ボランティアとの連携 

○ 災害時には、ボランティアは、①被災家財の搬出、災害廃棄物の撤去・運搬、②貴重品や

思い出の品等の整理、清掃等も行うなど、災害廃棄物処理においても活躍が大いに期待さ

れるところである。 
○ 発災時には、市町村は、ボランティアの受入等を行う災害ボランティアセンターを、県災

害対策本部は、市町村の災害ボランティアセンターの運営及び被災地の円滑なボランティ

ア活動を支援する広域ボランティア支援本部を設置する。 
○ 市町村環境部局は、ボランティア担当部局と連携して、災害ボランティアセンターに対し

て、災害廃棄物の分別方法や排出先、有害物質への暴露防止等の回収作業における留意点

等について説明し、市町村による回収・処理との連携が図られるよう調整を行う。 
○ 災害廃棄物特別担当は、広域ボランティア支援本部に対し災害廃棄物の発生状況や処理状

況、仮置場の開設状況、回収作業における留意点等について情報提供する。 
 

東三河地域 

西三河地域 

尾張地域 
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７ 県民への広報 

○ 市町村は、表８を参考として、住民へ広報すべき情報及びその具体的内容の整理を行うと

ともに、情報の種類等に応じて、マスコミへの報道発表やインターネット、防災行政無線

放送、広報車、ケーブルテレビ、コミュニティＦＭ、ソーシャルメディア、避難所・掲示

板への貼紙、広報誌等の情報伝達方法を整理する。 
○ また、市町村は、平常時からごみの分別排出について広報・啓発し徹底することにより、

災害時においても分別排出を行える協力体制を醸成しておく。 
○ 県は、必要に応じて、災害廃棄物処理の進捗状況や仮置場の状況等について、県民に情報

提供を行う。 
 

表８ 県民への情報発信内容 

対応時期 情報発信内容 
災害初動時 ・災害廃棄物の排出方法（排出場所、分別方法、留意点

等）、収集方法 
・仮置場の設置状況、搬入対象品目、搬入方法 
・通常ごみの収集方法 

災害廃棄物の 
撤去・処理開始時 

・災害廃棄物撤去等のボランティア支援依頼方法 
・損壊家屋等の解体申請方法・所有者意思確認 
・被災自動車の所有者意思確認 
・便乗ごみの排出、不法投棄、野焼き等の禁止 

本格処理時 ・処理の進捗状況 
・環境モニタリング結果 

 
 
８ 他県被災地への協力・支援 

○ 他県において発災し、中部９県１市における災害時等の応援に関する協定や大規模災害時

廃棄物対策中部ブロック協議会において策定される広域連携計画等に基づき応援要請が

あった場合は、人材や収集運搬車両の派遣や、災害廃棄物処理について協力・支援を行う。 
○ 県は、中部地方環境事務所と連携しつつ、被災県からの要請に応じて、県職員の派遣を検

討するとともに、「５．２ 情報収集の流れ」に準じて、市町村等から応援情報を収集し

た上で、応援情報を被災県へ伝達し協力・支援の調整を行う。 
○ 市町村は、他県被災地への協力・支援を積極的に行うことを通じて、自らの災害廃棄物処

理に係る対応力の向上に努める。 
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第２編 災害廃棄物処理対策 
第１章  被災者の生活に伴う廃棄物に係る事項 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
１ ごみ・し尿の処理 

○ 発災前には、被災者の生活に伴うごみやし尿について、発災後の様相を想定した上で、あ

らかじめ収集運搬体制・処理体制を構築する。 

○ 発災後の応急対策としては、事前に想定した体制を踏まえ、速やかに収集運搬体制・処理

体制を確保し処理を行う。 

○ 発災後の復旧・復興対策としては、仮設住宅を含めた処理へ移行する。 

○ 以上を踏まえ、図８にごみ・し尿の処理に関する対応プロセスを示す。 

 

発

災

前

 

 

発

災

後

 

応急 

対策 

 

復旧・ 

復興対策 

 

図８ 対応プロセス（ごみ・し尿の処理） 

 

本章では、被災者の生活に伴う廃棄物に係る事項として、発災後速やかに対応する必要があ

る「ごみ・し尿の処理」、「一般廃棄物処理施設対策」について示す。 

県は、本計画において、発災後の様相を想定した上で対策の方向性を示すとともに、発災後

は、被災市町村への技術的助言や、被災市町村への応援について他市町村・事業者団体・他県・

国等との連絡調整を行い、被災市町村を支援する。 

【災害時における目標】 

 避難所の生活環境悪化を防止するため、発災の翌日にはし尿の収集を開始し、3～4

日後には避難所ごみの収集を開始する。特に、夏季は早期の取組が必要であること

を認識し、迅速に収集を開始する。 

 

（１）ごみ・し尿に係る発災後の様相の想定 

（２）ごみ・し尿に係る収集運搬体制・処理体制の構築 

（１）ごみ・し尿に係る収集運搬体制・処理体制の確保・処理 

（２）仮設住宅での処理体制の確保 
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１．１ 発災前 

（1）ごみ・し尿に係る発災後の様相の想定 

① ごみ 

○ 事前に発災後の生活ごみ（可燃ごみ・資源ごみ）及び避難所ごみの発生量を推計すると、

表９のとおり、発災１週間後では総量の約１割に当たる避難所ごみが発生する。 

○ また、避難所ごみは、通常の生活ごみと比べ、段ボールや容器包装、使用済みの衣類、携

帯トイレ等の廃棄が増加するなど、性状が異なることが想定される。 

○ なお、生活ごみのうち、粗大ごみ等については、阪神・淡路大震災では、発生から３カ月

間は平常時の約 3.3倍、発生から１年間では約 1.7 倍に増加したとされている。 

 

表９ ごみの発生量         単位：t/日 

 発災前 発災１週間後 発災１カ月後 
生活ごみ 5,700 5,100 5,500 
避難所ごみ － 600 200 

合計 5,700 5,700 5,700 
※ 生活ごみ・避難所ごみは、通常時の廃棄物発生量及び避難者数等から算出した。 
※ 生活ごみは、避難所からも発生すると想定される可燃ごみ及び資源ごみの合計と設定した。 
 

② し尿 

○ 事前に発災後の避難所等に設置される仮設トイレ及び家庭から排出される汲み取りし尿

（以下「し尿」という。）の発生量を推計すると、表１０のとおり、発災前に比べ発災１

週間後では約 10 倍程度の発生が見込まれる。 

○ また、し尿を収集する車両（バキュームカー）の「想定必要台数」と市町村及び一般廃棄

物収集運搬業者が保有する車両の「想定稼動台数」を比較すると、し尿収集車両のみでは

不足するが、し尿収集車両に浄化槽汚泥収集車両を加えた場合、県全体としては充足する

ものと想定される。 

○ ただし、被災の程度が大きい市町村においては、収集車両が不足する可能性もある。 

 
表１０ し尿の発生量と収集車両 

 発災前 発災1週間後 発災1カ月後 
し尿の発生量

※１ 360 kL/日 2,600～4,800 kL/日 1,000 kL/日 
想定必要台数

※２ － 136台～419台 52台～88台 
想定稼動台数

※３ － 652 台（し尿収集車両 70 台、 
浄化槽汚泥収集車両 582 台） 

※１ 断水世帯用の仮設トイレ設置基数として、各都市公園に２基ずつ設置するという想定と、避難所へ行かない断水世帯

人口の２人に１人が利用するという想定の２つの方法で想定した。 
※２ 想定必要台数の試算にあたっては、1台当たりの収集回数を1日に3～5回と設定した。 
※３ 想定稼働台数の試算にあたっては、車両保管場所が想定浸水深0.5m以上の場合、その車両は使用できないものと想

定した。また、し尿収集車両及び浄化槽汚泥収集車両の内訳は、県全体におけるし尿収集実績及び浄化槽汚泥収集実績

を用いて按分して算出した。 
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（2）ごみ・し尿に係る収集運搬体制・処理体制の構築 

○ 市町村は、（１）で示す発災後の様相及び市町村ごとの特性を踏まえて、次の点を考慮し

た上で、民間事業者を含めた収集運搬体制・処理体制等を事前に構築する。 

○ 県は、市町村間の相互応援協定や民間事業者団体との応援協定が適切に機能するよう、協

定締結者間の連携の下に、協定に基づく応援要請手法等の具体化を図る。 

 

① ごみ 

○ 収集運搬体制・処理体制については、通常時の体制の組み替え方、通常時の体制で不足す

る場合の依頼先について、出来る限り具体的に整理する。 

○ 避難所ごみについては、段ボールや容器包装、使用済みの衣類、携帯トイレ等の廃棄が増

加することも念頭に、分別や資源ごみ等の保管、処理方法等を整理する。 

○ また、避難所ごみの他に、粗大ごみ等が増加することも踏まえ、生活ごみの収集体制につ

いて、ごみ種別ごとの収集の優先順位や再開順序、家庭での資源ごみの保管等についても

想定しておく。 

○ 収集運搬車両等に関して、緊急通行車両に係る届出時期（事前又は発災後）や届出方法、

燃料の確保方法について整理する。 

 

② し尿 

○ し尿については、これまでの家庭からの収集に加え、避難所や断水世帯用として公園等に

設置される仮設トイレからの収集に対応できるよう、通常時に浄化槽汚泥を収集している

車両（バキュームカー）の協力も得られる体制を整備する。 

○ また、浄化槽汚泥収集車両を活用しても不足が見込まれる場合は、更なる依頼先について

出来る限り具体的に整理する。 

○ し尿処理施設でのし尿の受入可能量を事前に把握するとともに、処理しきれない場合の受

入先（下水処理施設を含む。）について出来る限り具体的に整理する。 

○ ポリ袋等を使用する簡易トイレや携帯トイレにおけるし尿についても、収集方法、処理方

法を整理する。 

○ 収集運搬車両等に関して、緊急通行車両に係る届出時期（事前又は発災後）や届出方法、

燃料の確保方法について整理する。 

 

１．２ 発災後 

（1）ごみ・し尿に係る収集運搬体制・処理体制の確保・処理 

○ 市町村は、処理施設や運搬ルートの被害状況把握、安全性確認を発災後すぐに行うととも

に、次の点を考慮した上で、民間事業者や他市町村からの応援を含めた収集運搬体制及び

処理体制を速やかに確保し処理を行う。他市町村や民間事業者への要請が難しい場合は、

県へ調整等を要請する。 

○ 県は、被災市町村からの要請を受けた場合、被災していない市町村や民間事業者団体との

連絡・調整役を担う。なお、被災市町村が応援要請を行うことができない状況にあると判
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断した場合は、応援が可能な市町村等へ必要な指示を行う。 

 

① ごみ 

○ 避難所ごみは、発災３～４日後（特に夏季は早期の取組が必要）には収集運搬を開始す

るとともに、仮置場には搬入せず既存処理施設で処理を行う。 

○ 通常の生活ごみの収集については、避難所ごみや粗大ごみ等の増加に伴い、必要に応じ

被災の程度が小さい地域や保管が可能な資源ごみ等の収集頻度の削減も必要となる。 

○ 避難所の開設・閉鎖の情報を適時収集し、収集運搬体制・収集ルート等を作成・更新す

る。 

○ 避難所管理部局や衛生部局と連携を図り、害虫等の発生防止活動や駆除活動を行う。 

 

② し尿 

○ 仮設トイレのし尿は、仮設トイレ設置の翌日から回収を行う。 

○ 仮設トイレの設置状況に応じ、1カ月程度は特に浄化槽汚泥の収集より、し尿の収集を優

先する。 

○ 避難所の開設・閉鎖の情報を適時収集するとともに、避難所以外にも、断水世帯用や災

害復旧現場用としても仮設トイレが設置されることを踏まえ、収集運搬体制・収集ルー

ト等を作成・更新する。 

○ 避難所管理部局や衛生部局と連携を図り、害虫等の発生防止活動や駆除活動を行う。 

○ 仮設トイレが不足する場合は、他市町村や民間事業者又は県災害対策本部緊急物資チー

ムに要請する。 

 

（2）仮設住宅での処理体制の確保 

○ 市町村は、避難所の閉鎖に合わせ、仮設住宅からのごみ・し尿等の収集も含めた処理体

制へ移行する。 

○ 市町村は、避難所管理部局等と連携を図り、避難所閉鎖後は仮設トイレの撤去に伴う対

応を行う。 

 
 

【風水害に係る留意点、特記事項等】 

○ 水没したくみ取り便槽、浄化槽を清掃した際に発生するし尿や汚泥については、公衆衛

生の確保のため、速やかに処理し、周辺の清掃・消毒を行う。 
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２ 一般廃棄物処理施設対策 

○ 発災前には、市町村の一般廃棄物処理施設（以下、この項において「処理施設」という。）

について、発災後の被災状況を想定した上で、施設における防災対策を進める。 

○ 発災後の応急対策としては、施設の安全点検・補修を速やかに行い、出来る限り早期に運

転を再開し、ごみ・し尿等の処理を行う。 

○ 以上を踏まえ、図９に処理施設対策に関する対応プロセスを示す。 

 

発

災

前

 

 

発

災

後

 

応急 

対策 

 

図９ 対応プロセス（処理施設対策） 

 

２．１ 発災前 

（1）処理施設における想定震度・想定浸水深 

○ 過去地震最大モデルで想定される震度と浸水深について、市町村の処理施設の設置場所に

ついて調査した結果、表１１に示すとおりであり、震度については約７割の処理施設で６

弱以上、浸水深については３施設で１m以上、10施設で１m未満と想定される。 
○ 東日本大震災では、震度６弱で最大約１カ月間、震度６強で最大約４カ月間、焼却施設が

稼働停止となった事例があるため、本県においても同様の被害が生じるおそれがある。 
 

（１）処理施設における想定震度・想定浸水深 

（２）処理施設の整備及び防災対策 

（１）処理施設の安全性の確認及び補修 
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表１１ 市町村の処理施設における想定震度・想定浸水深  単位：施設 

対象施設 施設数 
処理施設の被災想定 

想定震度 想定浸水深 
６強 ６弱 計 割合 1m 

以上 1m 
未満 計 割合 

焼却施設 36 6 18 24 67％ 0 0 0 0％ 
し尿処理施設 33 8 17 25 76％ 0 0 0 0％ 
ｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗﾝﾄ 21 3 18 21 100％ 0 6 6 29％ 
粗大ごみ処理施設 21 5 9 14 67％ 0 0 0 0％ 
資源化施設 38 5 20 25 66％ 1 1 2 5％ 
最終処分場 56 14 27 41 73％ 2 3 5 9％ 

合計 205 41 109 150 73％ 3 10 13 6％ 
 
（2）処理施設の整備・防災対策 

○ 市町村は、地震や風水害等に強い処理施設とするため、次の点を考慮した上で、既存の処

理施設及び新規の処理施設の整備・防災対策を推進する。 

○ 県は、市町村が設置する処理施設について、その設置や改良時の国の交付金に係る指導監

督事務や技術的助言を通して、処理施設の整備・防災対策を推進する。 

 

① 処理施設の整備等 

○ 焼却施設及び粗大ごみ処理施設等の中間処理施設の処理能力については、災害廃棄物への

対応として広域処理を行う地域単位で計画的に一定程度の余裕を確保するとともに、設備

の修繕等により能力の維持を図る。 
○ 最終処分場については、その整備に長期間を要することから、既存の最終処分場の残余容

量等を踏まえ、常に一定程度の残余容量を確保するよう計画的に整備を進める。 
 

② 処理施設の耐震化等 

○ 処理施設のうち、耐震化が図られていない処理施設は、耐震診断を実施した上で処理施設

の耐震化を実施する。また、洪水、雨水出水、高潮及び津波等の想定最大浸水深を考慮し、

浸水対策を実施する。 

○ 焼却施設については、停電時の緊急停止や再稼働に必要な非常用発電機の設置、地下水や

河川水等の予備冷却水の確保、運転に必要な薬剤や燃料などの備蓄等について、施設の被害

想定等を踏まえて取り組む。 

 
③ 処理施設の補修体制 

○ 処理施設において災害時のＢＣＰ（業務継続計画）等の対応計画や処理施設を点検・修復・

復旧するためのマニュアルを作成するとともに、机上訓練・実地訓練等を行い災害時の対

応体制を整える。 
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○ 処理施設が被災した場合の補修等に必要な資機材や燃料の備蓄を行うとともに、点検・修

復・復旧に備え、プラントメーカーやメンテナンス業者等との協力体制を確立しておく。 
 

２．２ 発災後 

（1）処理施設の安全性の確認及び補修 

○ 市町村は、発災後速やかに発災前に整備したマニュアル等に従い処理施設の被害状況の把

握及び安全性の確認を行うとともに、補修が必要な場合は、発災前に整備した体制に基づ

き、プラントメーカーやメンテナンス業者等と連絡を取り、必要資機材の確保、速やかな

補修を実施する。 
○ 県は、市町村から処理施設の被害状況を速やかに把握するとともに、処理施設復旧のため

の国庫補助金の申請に向け、市町村へ助言を行う。 
 
 

【風水害に係る留意点、特記事項等】 

○ 風水害に備えて処理施設では、次の対策が考えられる。 
・水の浸入を防ぐために地盤の計画的なかさ上げや防水壁の設置等の浸水対策工事 
・浸水対策工事ができない場合の応急対策として、土嚢、排水ポンプの準備 
・受電設備及び非常用発電機の高位置への変更 
・薬品・危険物類が流出しないよう保管状況の点検、必要に応じて保管場所の変更 
・収集車両駐車場のかさ上げ 
・地下に設置されている水槽やポンプ類について、予備品や代替装置の保管などを含めた

浸水対策 
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第２章  災害によって発生する廃棄物に係る事項 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

概ね半年以内
大

規

模

災

害

発

生

生活圏近傍の廃棄物を仮置場へ移動

全ての廃棄物を仮置場へ移動

災害廃棄物処理の完了

概ね１年以内

概ね３年以内

 
図１０ 大規模災害時における目標スケジュール 

 
 
１ 災害廃棄物処理の流れ 

○ 災害廃棄物の処理においては、最終的な処理が行われるまで多くの工程を経るが、その発

生現場から焼却や最終処分、再生利用までの流れの概要を図１１に示す。 

○ 「発生場所」から撤去された災害廃棄物の多くは、まず「一次仮置場」に運ばれ、仮置き

がなされる。その後、大部分は規模のより大きな「二次仮置場」に運搬され、選別処理・

再資源化等が行われたのち、「廃棄物処理施設（焼却施設、最終処分場等）」での処理や再

生利用が図られる。 

○ こうした災害廃棄物処理の流れを念頭に、発災後速やかに業務を執行できるよう、発災前

から各工程について処理体制等を検討しておくことが重要である。 

 

本章では、災害廃棄物処理に係る事項として、「災害廃棄物処理の流れ」、「災害廃棄物発生

量の推計」、「収集運搬」、「仮置場」、「中間処理・再資源化・最終処分」、「処理困難物対策」、「損

壊家屋等の解体・撤去」、「環境対策」について示す。 

県は、本計画において、発災後の災害廃棄物発生量等の様相や対策の方向性を示すとともに、

発災後は、被災市町村への技術的支援や、被災市町村への応援について他市町村・事業者団体・

他県・国との調整を行い、被災市町村を支援する。 

また、地震や津波等により甚大な被害を受けた市町村が、自らのみでは災害廃棄物処理行政

を遂行することが困難な場合には、地方自治法の規定に基づき、県は市町村から事務の一部を

受託し、県が災害廃棄物の処理を行う場合がある。 

【大規模災害時における目標（図１０）】 

 住民が生活を営んでいる近傍にある災害廃棄物を速やかに（概ね半年以内）、全て

の廃棄物を概ね１年以内に仮置場へ移動させる。 

 早期の復旧・復興のために、迅速な処理（概ね３年以内）を行う。 
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図１１ 災害廃棄物の流れ（概要） 

 

 

２ 災害廃棄物発生量の推計 

○ 災害廃棄物発生量の推計は、発災前・発災後のいずれのフェーズにおいても、災害廃棄物

の計画的な処理の検討における前提条件となるとともに、処理経費の算定におけるベース

ともなるため、重要な検討事項である。 

○ 発災前には、計画の被害想定を踏まえて発生量を推計する。 

○ 発災後では、応急対策時には、実際の被害状況を踏まえて発生量を推計するとともに、復

旧・復興対策時には、被害情報等の更新を行い、発生量の見直しを行う。 

○ 以上を踏まえ、図１２に災害廃棄物発生量推計に関する対応プロセスを示す。 

 

発

災

前

 

 

発
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後

 

応急 

対策 

 

復旧・ 

復興対策 

 

図１２ 対応プロセス（災害廃棄物発生量推計） 

 

（１）被害想定を踏まえた災害廃棄物発生量の推計 

（１）被害状況を踏まえた災害廃棄物発生量の推計 

（２）災害廃棄物発生量の見直し 
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２．１ 発災前 

（1）被害想定を踏まえた災害廃棄物発生量の推計 

○ 過去地震最大モデルで想定される建物被害棟数や浸水面積を基に、建物の全壊・焼失、半

壊、床上・床下浸水を考慮して、災害廃棄物等の発生量を推計すると、表１２及び図１３

に示すとおり推計され、災害廃棄物は 20,625 千トン、津波堆積物は 6,465 千トンで、合計

27,090 千トンと推計され、本県における平成 26年度ごみ総排出量（2,551 千トン）の 10.6

年分に相当する。 

○ 地域ブロック別では、表１３及び図１４に示すとおり、尾張地域の発生量が 16,451 千トン

と最も多く、次いで西三河地域の 6,389 千トン、東三河地域の 4,250 トンと推計される。 

○ 市町村は、過去地震最大モデルに加え、市町村地域防災計画等において、より大きな被害

想定を持つ災害が想定されている場合は、必要に応じて災害廃棄物の発生量の推計を行い、

対策の検討へとつなげる。 
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表１２ 災害廃棄物等の種類別発生量   単位：千ｔ 

災害廃棄物の種類 発生量 
災害廃棄物等発生量 27,090 
 選別前 災害廃棄物 20,625 
  可燃物 3,350 
  不燃物 17,275 
 津波堆積物 6,465 
 選別後 可燃物 2,473 
 不燃物 3,546 
 柱角材 276 
 コンクリート 12,413 
 金属 1,075 
 分別土砂 7,307 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

図１３ 災害廃棄物等の発生量 

 
 
 
 



第２編 災害廃棄物処理対策 第２章 災害によって発生する廃棄物に係る事項  

 

愛知県災害廃棄物処理計画 30

 
表１３ 災害廃棄物等発生量（地域ブロック別）   単位：千ｔ 

地域 

災害廃棄物 

津波堆積物 合計 

 可燃物 不燃物 

尾張地域 12,722 2,094 10,628 3,729 16,451 
西三河地域 4,713 739 3,974 1,676 6,389 
東三河地域 3,190 517 2,673 1,060 4,250 

合計 20,625 3,350 17,275 6,465 27,090 
 

 

 

図１４ 災害廃棄物等の発生量（地域ブロック別） 
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２．２ 発災後 

（1）被害状況を踏まえた災害廃棄物発生量の推計 

○ 市町村は、発災後、速やかに処理体制の構築や実行計画の作成を行うため、建物の被害棟

数（全壊、半壊、床上・床下浸水等）や浸水範囲について、現地確認や航空写真等により

把握し、災害廃棄物等発生量を推計する。 

○ 県は、災害による被災範囲が広域に及ぶ場合は、県全体としての処理の見通しや市町村の

支援体制を検討するため、市町村から情報収集を行い、県全体の災害廃棄物発生量を取り

まとめる。ただし、市町村による発生量の把握が難しい場合は、市町村への技術的な支援

等を行い、県全体の発生量を取りまとめる。 
 

（2）災害廃棄物発生量の見直し 

○ 市町村は、災害廃棄物の処理の見通しを立て、必要に応じ処理体制や実行計画の見直しを

行い、計画的な処理を実行するため、被害情報等の更新や処理実績等を踏まえて、災害廃

棄物発生量の見直しを行う。 
○ 具体的には、建物の被害棟数や解体棟数のデータ更新や浸水範囲の更新とともに、仮置場

等での災害廃棄物の体積や比重の計測、トラックスケールでの重量管理等により、災害廃

棄物発生量を順次見直し精度を高める。発生量の見直し方法の概要を、図１５に示す。大

規模災害時には、発生量管理について民間委託も含めて効率的な方法で実施する。 
○ 県は、応急対策時と同様に、市町村からの情報収集や市町村への技術的支援等を行い、県

全体の発生量を見直し、災害廃棄物処理の進捗管理を行う。 
 

災害情報

発 生 量 の 推 計

実際の浸水範囲

被害情報

実際の解体棟数

発生原単位

実績値による見直し

災害情報

浸水範囲（航空写真等）

被害情報

実際の被害棟数

発生原単位

事前に設定した原単位

災害情報

浸水範囲（想定）

被害情報

被害想定

発生原単位

事前に設定した原単位

災 害 廃 棄 物 量（実績）の 管 理

発

災

発災前

○日後

○カ月後 発生量（実績値）

被害棟数

（実態）

計測値（体積・比重）

トラックスケール（重量）

災 害 廃 棄 物 処 理 の 進 捗 管 理

データのアップデート

 

（災害廃棄物対策指針（平成26年３月、環境省）を参考に環境部作成） 

図１５ 発生量の見直し方法 

 

【風水害に係る留意点、特記事項等】 

○ 発災前に、風水害による災害廃棄物発生量を推計する場合は、水防法に基づく洪水浸水

ハザードマップ等を用いて、全壊、半壊、床上・床下浸水等の被害棟数を把握し、発生

原単位を乗じて算出する方法等が考えられる。 
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３ 収集運搬 

○ 災害廃棄物により生活環境に支障が生じないようにするためには、発災後、速やかに収集

運搬体制を確保し、生活圏から災害廃棄物を撤去することが重要である。 

○ 発災前には、被害想定に基づく災害廃棄物発生量を踏まえ、発災後の収集運搬体制の様相

を想定した上で、あらかじめ収集運搬体制を構築する。 

○ 発災後の応急対策としては、事前に整理した体制を踏まえ、速やかに収集運搬体制を確保

し、生活圏からの災害廃棄物の収集・撤去等を優先的に行う。 

○ 発災後の復旧・復興対策としては、広域処理を含めた処理に向けての収集運搬体制を確保

する。 

○ 以上を踏まえ、図１６に災害廃棄物の収集運搬に関する対応プロセスを示す。 

 

発

災

前

 

 

発

災

後

 

応急 

対策 

 

復旧・ 

復興対策 

 

図１６ 対応プロセス（収集運搬） 

（１）発生現場からの収集運搬体制の確保 

（２）処理に向けての収集運搬体制の確保 

（２）災害廃棄物に係る収集運搬体制の構築 

第２章 ２．１（１） 

被害想定を踏まえた災害廃棄物

発生量の推計 

（１）収集運搬に係る発災後の 

様相の想定 
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３．１ 発災前 

（1）収集運搬に係る発災後の様相の想定 

○ 災害廃棄物については、生活圏等の発生現場から仮置場へ速やかに移動させる必要がある。 

○ 大規模災害においては、通常のごみとは異なり、建物の倒壊物や粗大ごみが大量に発生す

るため、通常の収集運搬体制のみでは対応できず、ダンプトラック等の収集運搬車両や重

機（バックホウ、つかみ機、ブルドーザー等）が必要となる。 

○ 過去地震最大モデルに基づく災害廃棄物等発生量を想定した場合、発災初期に災害廃棄物

を収集する車両の「想定必要台数」と、県と協定を締結している一般社団法人愛知県産業

廃棄物協会会員が応援協力可能とする車両の「想定稼働台数」を比較すると、県全体とし

て収集運搬車両が不足することが想定されるため、それ以外の車両の確保を進めることが

必要である。 

 
表１４ 災害廃棄物等発生量と収集運搬車両 

災害廃棄物等発生量 27,090 千ｔ 
発災初期の収集対象量

※１ 11,378 千ｔ 
想定必要台数

※２ 3,327～5,545 台 
想定稼働台数

※３ 1,471 台 
※１ 本計画の災害廃棄物等発生量に対して、東日本大震災発災後 5 カ月で収集した割合であ

る 42％を乗じて算出した 
※２ 想定必要台数の試算にあたっては、1台当たりの収集回数を 1日に 3～5回と設定した。

また、車両の平均積載量を 5.7 トンと設定した。 
※３ 想定稼働台数については、一般社団法人愛知県産業廃棄物協会会員が、平成 27 年度調

査において災害時に応援協力可能とするダンプトラック、普通トラック、脱着装置付コン

テナ車及びパッカー車の台数とした。 
 

（2）災害廃棄物に係る収集運搬体制の構築 

○ 市町村は、（１）で示す発災後の様相及び市町村ごとの特性を踏まえて、次の点を考慮し

た上で、周辺市町村や民間事業者との連携体制の具体化を進め、収集運搬体制を事前に構

築する。また、県外広域連携を促進するため、県外市町村との災害応援協定や友好都市等

のつながりを進展させる。 

○ 県は、市町村間の相互応援協定や民間事業者団体との応援協定が適切に機能するよう、協

定締結者間の連携の下に、協定に基づく応援要請手法等の具体化を図るとともに、廃棄物

処理業者に加えて建設業者等の災害廃棄物の収集運搬を担うことができる民間事業者と

の連携体制の構築を進める。また、県外広域連携を促進するため、中部地方環境事務所が

事務局を行う大規模災害時廃棄物対策中部ブロック協議会に参画し、県外広域連携のため

の計画の策定に取り組む。 

 

〔収集運搬体制の構築における事項〕 

○ 災害廃棄物の撤去・収集については、一般廃棄物や産業廃棄物の収集運搬業者のほかに、
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建設業者等とも協定を締結する等の連携を深めるとともに、事業者リストや車両・重機の

種類別確保可能数、連絡体制・方法等を整理しておく。 

○ 災害廃棄物の円滑な処理を進めるためには、発生段階から出来る限り分別収集を行うこと

が重要であり、被災家屋等から排出される廃棄物、洪水・高潮・津波等により流出した廃

棄物、損壊家屋等の解体・撤去による廃棄物等の種類ごとに、表１５の検討事項例や表１

６の分別区分例も踏まえて、分別収集方法を整理しておく。 

○ 被災家屋からの災害廃棄物の搬出等については、災害ボランティアセンターを設置するこ

ととなる部局に対して、事前に災害廃棄物の分別方法や排出方法、有害物質への暴露防止

等の回収作業における留意点等について情報共有を図り、発災時の体制整備が円滑に図ら

れるよう調整する。 

○ 収集運搬車両等に関して、緊急通行車両に係る届出時期（事前又は発災後）や届出方法、

燃料の確保方法について整理する。 

○ 離島を有する市町は、船舶を保有する産業廃棄物収集運搬業者との連携等、離島からの収

集運搬体制を含めて検討する。 

 
表１５ 災害廃棄物の分別収集に係る検討事項例 

廃棄物の種類 検討事項例 
被災家屋等から排出される廃棄物 ・行政回収や仮置場・処理施設への住民搬入等の

収集方法の選択・組合せ 
・行政回収又は住民搬入時の分別方法、分別排出

時の注意点、廃家電等の通常時の禁忌物の収集

等に係る取り扱い 
・仮置場への住民搬入がある場合は、渋滞対策（搬

入用道路の確保、搬入の分散方法等） 
洪水・高潮・津波等により流出した

廃棄物 
・可燃系混合物、不燃系混合物、リサイクル対象

物、堆積土砂など大まかな分別方法 
損壊家屋等の解体・撤去による廃棄

物 
・建設リサイクル法等を参考とした分別方法 
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表１６ 仮置場における分別区分例 

可燃物（生ごみを除く。）・

プラスチック 

木くず（木製家具を含

む。）・生木 

不燃物 

金属くず ガラス類（陶磁器を含む。） 小型家電 

家電リサイクル法対象物 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾏｯﾄﾚｽ・ｿﾌｧｰ・布団 畳 

陶器瓦（いぶし瓦を含む。） 

コンクリートがら（コンク

リート製のブロック・瓦を

含む。） 

石膏ボード 

石綿含有廃棄物（スレート

板を含む。） 

廃石綿  

※ 同じ分別区分でも、できる限り細区分で分別を行う方が、処理が円滑に進む。 

※ 市町村・廃棄物処理業者の処理施設や二次仮置場での処理方法により、望ましい分別方法が異なる。 

 

 

 

３．２ 発災後 

（1）発生現場からの収集運搬体制の確保 

○ 市町村は、発災前に整理した廃棄物等の種類ごとの分別収集方法を参考に、被害状況を踏

まえて分別収集方針を作成するとともに、次の点を考慮した上で、民間事業者や他市町村

からの応援を含めた収集運搬体制を速やかに確保し、災害廃棄物の撤去・収集を行う。他

市町村や民間事業者への要請が難しい場合は、県へ調整等を要請する。 

○ 県は、被災市町村からの要請を受けた場合、被災していない市町村や民間事業者団体との

連絡・調整役を担う。なお、被災市町村が応援要請を行うことができない状況にあると判

断した場合は、応援が可能な市町村等へ必要な指示を行う。 

○ また、県内のみでは収集運搬体制の確保が難しい場合は、市町村間の災害応援協定等によ

る県外市町村へ応援要請や、県を通じた県外応援要請を行う。 

 

〔収集運搬体制の確保における事項〕 

○ 仮置場等での処理の円滑化を図るため、出来る限り被災現場で分別した上で撤去する。 

○ 発災初期における被災現場から一次仮置きへの運搬では、道路幅が狭いことが多いため、

小型車両の使用や運行ルートの一方通行化、粗大ごみの回収にはプレスパッカー車（圧

縮板式車）やクレーン付きトラックが有効である。 

○ 道路や河川、港湾などの公共施設上に散乱した廃棄物については、国の方針も踏まえ、

各管理者との連携の下、廃棄物の撤去を行う。 

○ 被災家屋からの災害廃棄物の搬出等については、ボランティア担当部局と連携して、災

害ボランティアセンターに対して、発災後の状況を踏まえた災害廃棄物の分別方法や排

出先、有害物質への暴露防止等の回収作業における留意点及び市町村による収集計画等

について説明・調整を行い、ボランティアによる搬出と市町村による収集との連携を図
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る。 

○ 災害廃棄物の撤去等に従事する者は、粉じん等の曝露を防止するため、適切な防じんマ

スクを着用する。 

○ 表１７に示す廃棄物のうち、発生場所が限られ所在が把握でき環境保全上の配慮から回

収すべきものは優先的に回収するとともに、災害廃棄物の収集に当たり発見されたもの

は個別に回収を行う。 

 

表１７ 優先回収・個別回収すべき災害廃棄物 

分類 種類 
腐敗性廃棄物 水産廃棄物、食品廃棄物、飼料・肥料等 
有害廃棄物等 
（危険物を含む。） 

PCB廃棄物、化学物質・薬品、燃料・廃油、着火剤、

ガスボンベ、消火器、カセットボンベ・スプレー缶、

バッテリー、廃石綿・石綿含有廃棄物等 
 

（2）処理に向けての収集運搬体制の確保 

○ 二次仮置場の整備や処理先の確保に伴い、一次仮置場から二次仮置場や処理先へ廃棄物を

運搬する体制へと移行する。 

○ 広域処理において、処理先が遠方の場合は、鉄道や船舶の利用を検討する。 

 

【風水害に係る留意点、特記事項等】 

○ 発災前には、洪水浸水ハザードマップ等を参考に、冠水地域の把握、運行可能なルート

の確認等を行っておく。 
○ 気象情報等に注意しながら、発災前に収集運搬車両を避難させるなど対策を行う。 
○ 発災後は、被災建物から水没した家財道具等の濡れごみの搬出速度が速いため、速やか

に収集運搬体制を確保し、収集を開始する。 
○ 水分を含んだ畳等の重量のある廃棄物の撤去においては、積込み、積下ろしに、クレー

ン付きトラックや重機等が必要となる。 
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４ 仮置場 

○ 災害廃棄物により生活環境に支障が生じないようにするためには、発災後、速やかに仮置

場を確保し、生活圏から災害廃棄物を撤去、処理することが重要である。 

○ 発災前には、被害想定に基づく災害廃棄物発生量推計を踏まえ、仮置場の必要面積の算定

及び仮置場候補地の確保を行うとともに、仮置場の運営方法等を整理する。 

○ 発災後の応急対策としては、発災後速やかに一次仮置場用地の確保を行い、発災翌日まで

には一次仮置場を設置し運営を開始する。 

○ 発災後の復旧・復興対策としては、被害の大きさに応じて、二次仮置場の設置・運営を行

うとともに、処理完了後は仮置場の復旧・返却を行う。 

○ 以上を踏まえ、図１７に仮置場に関する対応プロセスを示す。 

 

発

災

前

 

 

発

災

後

 

応急 

対策 

 

復旧・ 

復興対策 

 

図１７ 対応プロセス（仮置場） 

 

第２章 ２．１（１） 

（１）仮置場必要面積の算定、 

候補地の確保 

（２）仮置場の設置・運営方法の

整理 

（３）二次仮置場の施設計画・ 

設置・管理・運営 

被害状況を踏まえた災害廃棄

物発生量の推計 

第２章 ２．２（１） 

（２）一次仮置場の設置・運営 

被害想定を踏まえた災害廃棄

物発生量の推計 

（１）一次仮置場用地の確保 

（４）仮置場の復旧・返却 
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４．１ 発災前 

（1）仮置場の必要面積の算定、候補地の確保 

ア 仮置場の種類 

○ 仮置場には、表１８及び図１８に示すように、処理施設において一度に処理ができない大

量の災害廃棄物を、生活圏から速やかに移動させ一時的に保管するための一次仮置場と、

災害の規模が大きい時に、処理施設での処理等が円滑に進むよう災害廃棄物の機械選別や

再資源化等を行うための二次仮置場がある。 

 

表１８ 一次仮置場と二次仮置場の利用方法 
名称 利用方法等 

一次仮置場 ・被災家屋等から排出される災害廃棄物や、生活空間等に散乱した災害廃

棄物を一時的に集積する。 

・廃棄物の分別保管を行うとともに、重機等を用いた粗選別を行う場合も

ある。 

二次仮置場 ・一次仮置場のみでは選別、保管、処理ができない場合に、災害廃棄物を

搬入し保管、機械選別、再資源化等を行う。 

・仮設焼却炉を設置して焼却処理を行う場合もある。 

 

発生

場所

一次

仮置場

二次

仮置場

廃棄物処理施設

再生利用先

一次

仮置場

一次

仮置場

一次

仮置場

処分・

再生利用

運搬

選別・

再資源化

運搬

仮置き・

分別

収集・

運搬

撤去・

解体

焼却施設

最終処分場

その他処理施設

 
 

図１８ 仮置場の位置付け（概要） 

 

イ 仮置場の必要面積の算定 

○ 災害廃棄物により生活環境に支障が生じないようにするためには、発災後、速やかに仮置

場を確保し、生活圏から災害廃棄物を撤去することが重要である。 

○ そのために、あらかじめ発災前の災害廃棄物発生量推計に基づき、仮置場の必要面積の算
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定を行い、その必要量に見合うオープンスペースを仮置場候補地として確保しておくこと

が必要となる。 

○ 今回、被害想定における災害廃棄物発生量推計を基に、仮置場の必要面積を以下の算定方

法により推計したところ、表１９のとおり、338 ～ 380 haと算出されている。これに対

して、現在市町村において想定されている仮置場候補地面積については 229 haであり、

必要面積に対する割合は約６～７割である。 

 
＜仮置場必要面積の算定方法＞ 

必要面積 ＝ （①保管面積 ＋ ②作業スペース面積） ÷ ２ 

①保管面積 ＝ 発生量（重さ） ÷ 比重 ÷ 高さ 

比重 ： 可燃物 0.55、不燃物 1.48、津波堆積物 1.28 
高さ ： 災害廃棄物 5ｍ、津波堆積物 5 ～ 10ｍ 

②作業スペース面積 ＝ ①保管面積 × ２ ／ ３ 

 

※災害廃棄物の発生と処理が同時進行するため、保管面積と作業スペース面積の半分の面

積を確保する。 

※仮設処理施設等を設置する場合には、別途面積を必要とする場合がある。 

 
表１９ 仮置場必要面積及び候補地面積 

 面積（ha） 

必要面積 338 ～ 380 
候補地面積 229 

※ 必要面積は、災害廃棄物の高さを 5ｍ、 
津波堆積物の高さを 5～10ｍとして設定し算出 

 

ウ 仮置場候補地の確保 

○ 市町村は、発災前に仮置場の必要面積を設定した上で、防災部局等と連携を図り、仮置場

候補地を次の用途等も参考にして選定し、土地管理者等と調整し確保する。 

  〔仮置場候補地における土地利用〕 

・公園、グラウンド、公共施設駐車場、廃棄物処理施設（跡地を含む。）、港湾、工

業団地未利用地等の公有地 

・災害協定等を締結している事業者や工場跡地、資材置場、未利用地等の民有地 

・二次災害や生活環境等への影響が小さい地域 

○ 仮置場候補地となるオープンスペースは、災害時には自衛隊や警察、消防等が使用する救

急部隊活動拠点や、電気・ガス等の事業者が資機材置場等に使用するライフライン復旧用

地、仮設住宅建設用地としても使用されるが、発災後の時間軸の変化により必要とされる

用途が変化することも踏まえて、仮置場候補地を確保する。例えば、救急部隊活動拠点や

ライフライン復旧用地として使用した後に、仮置場として使用することも考えられる。 

○ また、仮置場候補地について、一次仮置場、二次仮置場という用途の別のほかに、災害廃

棄物発生量が多い場合、住民搬入用仮置場と行政・事業者回収用仮置場を分けることや、
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津波浸水エリアにおける津波堆積物を保管するための仮置場等を別にすることも想定さ

れることから、仮置場候補地の用途を併せて整理する。二次仮置場については、周辺市町

村と連携して設置することも考えられる。 

○ 県は、県内のオープンスペースや過去の災害における取組に係る情報提供等を行い、市町

村の取組を支援する。 

 
（2）仮置場の設置・運営方法の整理 

ア 一次仮置場 

○ 市町村は、一次仮置場の設置・運営に関して、必要な人員（設置者、管理者、分別指導・

作業人員、受付、車両誘導員、警備員等）について、職員や職員ＯＢ、民間事業者、シル

バー人材センター、応援市町村、臨時雇用職員等の活用を含めて整理しておく。 

○ また、必要な資機材（看板、場内マップ、受付机、鉄板、シート、重機、防じんマスク、

仮設トイレ等を含む。）や工事（出入口拡張、搬入路整備、敷鉄板設置等）についても整

理し、確保・整備方法を整理しておく。 

○ 一次仮置場における分別について、処理の迅速化や適正処理、処理費用の低減等の観点か

ら、初期段階からの分別が重要であるため、図１９も参考にして、仮置場ごとに、分別保

管計画、配置計画等を立てる。 

○ 一次仮置場への被災者自らの自己搬入を促進するか否か、促進する場合は周辺の渋滞対策

を、また、搬入者の身元確認方法を整理しておく。 

○ 一次仮置場へのアクセスルートや防じん対策・火災対策のための散水方法も整理しておく。 

 

 

出典：仙台市震災廃棄物等対策実施要領（平成 27 年 4 月、仙台市） 

図１９ 一次仮置場の配置例 

搬入物検査員（市職員）      ２名 
車両誘導員（委託業者）      ６名 
退出車両タイヤ洗浄員（委託業者）２名 
場内誘導員（委託業者）     １１名 

フェンス 

防風ネット 

敷設用鉄板 
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イ 二次仮置場 

○ 市町村は、二次仮置場については、民間事業者への設置・運営委託を行うことが考えられ

ることから、図２０や表２０も参考として、二次仮置場における配置イメージや委託業務

内容、またプロポーザル方式等の競争性のある委託方法等を整理する。 

○ 二次仮置場へのアクセスルートや、電気、水道、ガス、排水等のライフライン条件を整理

しておく。 

 

 

出典：災害廃棄物対策指針（平成 26 年 3 月、環境省） 

図２０ 二次仮置場の配置イメージ例 
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表２０ 二次仮置場における選別工程例 

工程 概要 

①粗選別工程 比較的大きなサイズのもの、危険物、有害物廃棄物、思い出品等

を抜き取る工程 

②選別前処理工程 後段での選別効率を向上させるため、選別に適した状態に調整す

る工程 

③選別工程 主処理工程として多段選別により、混合物から木くず、金属、コ

ンクリートくず等の再生可能なものを抜き取り、可燃物、不燃物、

土砂分を選別する工程 

④細選別・調整工程 選別物を受入先の要求品質に適合させるため、必要に応じて行う

細選別・破砕等の調整工程 

選別品が搬出先の受入基準を満足するように選別や調整をする

工程であり、処理物のサイズを調整するための破砕、津波の影響

による塩分の除去、風力選別等の細選別等を行う。 

①粗選別

②選別

前処理

③選 別

④細選別・

調整

・柱材、角材

・コンクリートがら

・金属 ・石

・布 等

・土砂

（ふるい下くず）

・不燃物

・可燃物

・可燃物

・不燃物

手選別

精選別

二次処理

粗選別

選別

前処理

再生利用

焼却施設

セメント工場

RPF利用

セメント工場

公共工事（再生土砂）

最終処分場

セメント工場

公共工事（再生土砂）

最終処分場

細選別・

調整工程

再生利用

・処理困難物

・危険物・有害物 適正処理

・処理困難物

・危険物・有害物

・思い出の品

・遺品 ・貴重品
保管・引渡

混

合

廃

棄

物

・木くず

・コンクリートがら

・金属 ・石 等

一次処理

 

 

４．２ 発災後 

（1）一次仮置場用地の確保 

○ 市町村は、一次仮置場について、発災後速やかに、被災地域の範囲や被害状況を踏まえて、

用地を確保する。 

○ 被災状況を反映した発生量を基に、仮置場の必要面積を推計し、仮置場の増設の必要性を

検討する。 

 

（2）一次仮置場の設置・運営 

○ 市町村は、発災翌日までには、発災前に検討した設置運営体制、分別保管計画、配置計画

等を基に、受付、分別のための立札や仮山、シート、場内の分別配置マップ等を準備し、

一次仮置場を開設する。 
○ 津波等により廃自動車等が多量に発生している場合は、廃自動車置場を別途設ける。 
○ 開設に当たっては、終了後の土地の復旧・返還時の土壌分析に備えて、土壌の採取を行う。 
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○ 開設後は、環境対策や火災対策、渋滞対策、不法投棄の防止等にも配慮する。 
○ 仮置場の運用にあたっての留意事項を表２１に、仮置場の火災防止対策を表２２に示す。 

 

表２１ 仮置場の運用にあたっての留意事項 

項目 概要 

災害廃棄物の 

分別 

・職員や民間事業者等による責任のある分別指導が必要 

・ボランティアの活用は最低限とするとともに、ボランティアを活用する場

合は、指導者の監督の下、補助作業に限定して、安全管理にも万全を期す。 

・仮置場内の「分別配置マップ」等の活用が効果的 

搬入管理 ・正確で迅速な搬入管理を行うため、運転免許証や被災証明書による確認又

は搬入許可証等の発行並びに搬入記録が必要 

仮置場の安全 

管理 

・作業員は、通常の安全・衛生面に配慮した服装に加え、アスベストの排出

に備え、必ず防じんマスク及びメガネを着用 

・破傷風の原因となる釘等も多いため、安全長靴をはくことが望ましい。 

仮置場の路盤 

整備 

・仮置場の地面について土の場合は、廃棄物保管場所の下に敷鉄板又はシー

トを設置し、土壌汚染や廃棄物と土の混合を防止 

・また、降雨時等の車両・重機の作業を可能とするため、動線に敷鉄板や砕

石等を敷設 

搬入路の整備 ・アクセス・搬入路については、大型車がアクセスできるコンクリート、ア

スファルト、砂利舗装された道路（幅12m 程度以上）の確保、渋滞が予想

される場合は渋滞長に見合う搬入路の確保が望ましい。 

・散水車による散水を実施 

 

表２２ 仮置場の火災防止対策 

項目 内容 

保管高さ等 ・可燃性廃棄物（混合廃棄物を含む。）の保管高さは５ｍ以下 

・保管場所と保管場所との離隔距離は２ｍ以上 

分別の徹底 ・カセットボンベ・スプレー缶、ガスボンベ、灯油缶（ストーブも含む。）、

ライター、バイク等の燃料等を含む危険物や、電化製品、バッテリー、

電池等の火花を散らす廃棄物について分別の徹底 

・可燃性廃棄物に、食品系廃棄物や畳等の腐敗性廃棄物を混在させない。 

仮置場の配置 ・家電・電子機器等の保管場所と可燃性廃棄物・混合廃棄物等の保管場所

を近接させない。 

放熱・ガス抜

き 

・数週間に一度は、仮置場の堆積物の切り返しを行う。 

・ガス抜き管（有孔管）を当初又は切り返し時に設置（下部に砕石マウン

ドを設置している場合は不可） 

モニタリング ・仮置場の巡回監視を実施 

・表層から１ｍ程度の深さの温度、一酸化炭素濃度を測定 

消火対策 ・消火栓、防火水槽、消火器の設置 

その他 ・散水による火災防止効果を過度に期待せず、保管高さや分別の徹底を遵

守 

 



第２編 災害廃棄物処理対策 第２章 災害によって発生する廃棄物に係る事項  

 

愛知県災害廃棄物処理計画 44

（3）二次仮置場の設置・運営 

○ 市町村は、一次仮置場のみでは分別、保管、処理ができない場合には、発災前に整理した

二次仮置場の設置・運営方法も踏まえ、契約手続きや法的手続き、環境影響調査などの必

要事項・スケジュールを整理した上で、地元調整や民間事業者への委託を行い、二次仮置

場を設置、運営する。 

○ また、土壌汚染防止のため、アスファルト・コンクリート舗装の実施や鉄板・シートの敷

設、排水溝及び排水処理設備等の設置を検討するとともに、終了後の復旧・返還に備えて

事前に土壌を採取し、土壌分析を行う。 
○ また、トラックスケールを設置し、持ち込まれる災害廃棄物の収集箇所、搬入者、搬入量

を記録し、重量管理を行うとともに、災害時の不法な便乗投棄等による廃棄物の混入防止

を図る。 
○ 市町村は、再生資材が復旧復興工事等で利用されるまでの間、再生資材を保管する再生資

材置場を設ける。 
○ 県は、地震や津波等により甚大な被害を受けた市町村が、自らのみでは二次仮置場を設

置・運営することが困難な場合には、地方自治法の規定に基づき、市町村からの事務委託

を受けて、市町村が選定・確保した用地において、二次仮置場の設置・運営を行う。この

場合であっても、市町村が、地元調整を実施するとともに、市町村の廃棄物処理施設の使

用や災害廃棄物からリサイクルされた再生資材の活用等についても対応することを前提

とする。 
 

（4）仮置場の復旧・返却 

○ 市町村は、仮置場に使用した土地の返却に当たり、仮置場の原状回復を行い、土壌分析に

よる安全性の確認後、土地管理者に返却する。 
○ 農地を借用した場合は、作付け時期等を考慮した返却時期の検討が必要である。 

 

 

【風水害に係る留意点、特記事項等】 

○ 風水害発生時期に当たる台風の時期や梅雨の時期には、河川敷にある仮置場の使用が難

しくなるなど、仮置場ごとに風水害や土砂災害等への脆弱性を把握しておき、発災時に

仮置場の選定において活用する。 
○ 被災建物からの水没した家財道具等の濡れごみの搬出速度が速いため、速やかに仮置場

を整備するとともに、分別方法や搬入方法を周知する。 
○ 水分を含んだ畳等の水害廃棄物については、腐敗しやすく、発熱・発火する可能性があ

るため、悪臭や害虫、火災等の二次災害への注意が必要であり、保管高さ、保管方法、

消臭・消毒、監視体制等に配慮するとともに、早期に資源化や処理を行う。 
○ 廃棄物が混入している泥は乾燥後飛散し苦情の原因となるため、住民が排出する場合は

土嚢袋に詰めて排出するよう周知するとともに、仮置場での保管はフレコンバッグへの

詰め替えやシートをかける等の対策が望ましい。 
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５ 中間処理・再資源化・最終処分 

○ 災害廃棄物の処理については、廃棄物の種類ごとに、既存処理施設での処理や、仮設処理

施設での処理、広域処理等を想定し、それらに当たって必要な事前準備や事前調整を進め

ることが重要である。 

○ 発災前には、災害廃棄物処理について、既存処理施設における処理可能量を推計するとと

もに、被害想定を踏まえた災害廃棄物等発生量との比較を行い、廃棄物処理の一連の流れ

を示した処理フローを作成し、廃棄物の種類ごとの処理体制を構築する。 

○ 発災後の応急対策としては、被害状況を踏まえて、既存処理施設における処理可能量を推

計するとともに、処理先の確保を行う。 

○ 発災後の復旧・復興対策としては、仮置場等における仮設処理施設の整備や広域処理の調

整を進め、処理体制を確保する。 

○ 以上を踏まえ、図２１に中間処理・再資源化・最終処分に関する対応プロセスを示す。 

 

発

災

前

 

 

発

災

後

 

応急 

対策 

 

復旧・ 

復興対策 

 

図２１ 対応プロセス（中間処理・再資源化・最終処分） 

第２章 ２．１（１） 

（２）処理フローの作成、処理体制の構築 

被害状況を踏まえた災害廃棄物

発生量の推計 

（２）本格的な処理体制の確保 

第２章 ２．２（１） 

（１）被害状況を踏まえた処理可能量の推計、処理先の確保 

（１）既存処理施設における処理

可能量の推計 

被害想定を踏まえた災害廃棄物

発生量の推計 
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５．１ 発災前 

（1）既存処理施設における処理可能量の推計 

○ 県内の市町村及び廃棄物処理業者の「焼却施設」及び「最終処分場」について処理可能量

を算定した。 
 

ア 焼却施設における処理可能量 

○ 焼却施設における処理可能量の算定にあたっては、施設の処理能力から現状の処理実績を

差し引いて余力を算出することとし、災害による被害に伴う処理能力の低下を考慮すると

ともに、処理期間を３年とした場合の値とした。廃棄物処理業者の施設については、受入

意向も加味した。 

○ 県内の既存の焼却施設における処理可能量について、表２３のとおり1,521千トンと推計

される。 

 

表２３ 既存の焼却施設における処理可能量 

地域 

処理可能量（千トン/3年） 

市町村 処理業者 合計 

尾張地域 1,196 4 1,200 
西三河地域 179 0 179 
東三河地域 135 7 142 
合計 1,510 11 1,521 

 

イ 最終処分場における処理可能量 

○ 最終処分場における処理可能量の算定にあたっては、災害廃棄物処理後に次期処分場を整

備する期間として１０年間を想定して、施設の残余容量から１０年間分の処理実績を差し

引いて算出した。廃棄物処理業者の施設については、受入意向も加味した。 

○ 県内の既存の最終処分場における処理可能量について、表２４のとおり2,484千トンと推

計される。 

 

表２４ 既存の最終処分場における処理可能量 

地域 

処理可能量（千トン） 

市町村 処理業者 合計 

尾張地域 1,210 3 1,213 
西三河地域 577 0 577 
東三河地域 624 70 694 
合計 2,411 73 2,484 
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（2）処理フローの作成、処理体制の構築 

ア 処理フローの作成 

○ 県全域における災害廃棄物等発生量（P28、表１２）と、既存処理施設の連携協力を前提

として（１）で推計した処理可能量を踏まえて、処理フローを図２２のとおり作成した。 
・可燃物（約247万トン）については、発災後３年間で約152万トンが市町村及び廃棄物処理

業者の焼却施設において処理可能であると推計されることから、約95万トンは県外広域処

理又は仮設焼却炉での処理等を検討する必要がある。 

・不燃物（約354万トン）と焼却灰等のうち再生利用されないもの（約21万トン）について

は、約248万トンが市町村及び廃棄物処理業者の最終処分場において処理可能であると推

計されることから、約127万トンはその他の処理方法を検討する必要がある。 

・柱角材（約28万トン）、コンクリート（約1,241万トン）、金属（約108万トン）、分別土

砂（約731万トン）及び焼却灰等（約11万トン）については、リサイクルが可能であり、

再生利用率は約８割と推計される。 

○ 市町村は、県全域の処理フローも踏まえて、市町村内において発生する災害廃棄物等に対

して、出来る限り具体的な処理先も整理した処理フローを作成する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図２２ 県全域における処理フロー 
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イ 処理体制の構築 

○ 市町村は、アにおける処理フローの作成に合わせて、以下の事項を考慮した上で、市町村

や協力が想定される廃棄物処理業者の廃棄物処理施設の処理能力、処理可能量の把握、並

びに廃棄物種類毎の処理方針・処理方法を整理するとともに、周辺市町村や廃棄物処理業

者、再生利用事業者との連携体制の具体化を進め、処理体制を事前に構築する。また、県

外広域連携を促進するため、県外市町村との災害応援協定や友好都市等のつながりを進展

させる。 
○ 県は、市町村間の相互応援協定や民間事業者団体との応援協定が適切に機能するよう、協

定締結者間の連携の下に、協定に基づく応援要請手法等の具体化を図る。また、県外広域

連携を促進するため、中部地方環境事務所が事務局を行う大規模災害時廃棄物対策中部ブ

ロック協議会に参画し、県外広域連携のための計画の策定に取り組む。 
 
（ア）全般的事項 

○ 災害廃棄物の処理においては、発生現場での分別とともに、仮置場における重機選別、

機械選別、再資源化等を徹底し、最終処分量の低減を図る。 
○ 市町村及び県内の廃棄物処理業者等の廃棄物処理施設を最大限活用するとともに、処

理しきれない場合は、県外広域処理や仮設処理施設等により対応する。 
 
（イ）可燃物 

○ 可燃物については、市町村及び県内の廃棄物処理業者等の焼却施設を最大限活用して

早期の処理を行うとともに、処理しきれない場合は、県外広域処理又は仮設焼却炉に

より対応する。 
○ 過去の大規模災害における県外広域処理の処理割合（表２５）も参考として、市町村

や廃棄物処理業者の焼却施設に加えて、県外広域処理を行ったとしても処理できない

場合は、二次仮置場等に表２６を参考として仮設焼却炉を設置し、処理を行う。 
 

表２５ 大規模災害における可燃物の広域処理割合 

 可燃物 

処理量（千t） 

うち県外広域処理 

処理量（千t） 割合 

岩手県 598 139 23.3％ 

宮城県 1,448 79 5.5％ 

兵庫県 2,021 244 12.1％ 

出典：東日本大震災津波により発生した災害廃棄物の岩手県における処理の記録（平成 27 年 2 月、岩手

県）、災害廃棄物処理業務の記録（平成 26 年 7 月、宮城県）、災害廃棄物処理に係る阪神・淡路大

震災 20 年の検証（平成 27 年 3 月、災害廃棄物処理に係る阪神・淡路大震災 20 年検証委員会） 
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表２６ 仮設焼却炉の種類 

種 類 概   要 

ストーカ炉 比較的高発熱量の廃棄物から灰分の多い低発熱量の廃棄物まで、

幅広い性状の廃棄物に対して安定した焼却処理が可能である。 

ロータリーキルン炉 廃プラスチック等の高発熱量の廃棄物や燃焼により流動性が出

る廃棄物の焼却に適している。 

   
ストーカ炉              ロータリーキルン炉 

                                           写真：災害廃棄物処理業務の記録（平成 26 年 7 月、宮城県） 

 
（ウ）不燃物 

○ ガラスくずや陶磁器くず、不燃混合物の細粒分等の不燃物や焼却灰については、国の

方針も踏まえ、東日本大震災における復旧復興工事用の再生資材として再資源化する

ために行われた表２７の対策を参考に、不燃物の再資源化を図る。 
○ 再資源化できない不燃物については、市町村及び県内の廃棄物処理業者等の最終処分

場を最大限活用して処理を行うとともに、処理しきれない場合は、県外広域処理や既

存の最終処分場の埋立容量の増強により対応する。 
○ 市町村は、既存の最終処分場における埋立対象物の範囲拡大や埋立容量の増強につい

て、その可能性を事前に整理する。 
○ 県は、公益財団法人愛知臨海環境整備センター等の公共関与処分場への受入方法を検

討する。 
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表２７ 東日本大震災における不燃物の再生利用のための対策 

不燃物の再生利

用のための対策 概  要 
選別強化による

不燃残渣の減量

化 

・高精度のふるい機等を追加導入し、不燃残渣からの可燃物の除去

による再生土砂の品質向上 

・分別回数・精度の向上による選別残渣の減量 等 

土壌洗浄 ・廃棄物と土砂との分級、砂のもみ洗い処理による有害物質の除去 

 ※ 発生した汚泥は不溶化・固化施設で処理 

造粒再生砕石化 ・セメントとの混練り固化や焼却灰・セメント・不溶化材との混合

による再生砕石の製造 

焼却灰の造粒固

化 

・焼却灰とセメント、酸化マグネシウム等の固化剤を混合し、資材

として再生利用 

・有害物質の大部分は飛灰に移行し，主灰にはほとんど残留しない

ことから、主灰については、造粒固化し再生資材として活用 

 

（エ）柱角材 
○ 選別された柱角材は、良質で有価物となるものは売却し、それ以外のものは木くずの

破砕施設の許可を有する産業廃棄物処理業者等に委託して処理を行うほか、処理能力

が不足する場合は、二次仮置場に破砕施設を設置して破砕処理を行い、木質チップと

して再資源化する。 
○ 柱角材の再生利用に当たっては、表２８も参考として、受入先の要求品質に合わせて

必要に応じて処理を行い搬出する。また、津波災害等による柱角材については、受入

先の塩素濃度に係る要求品質に合わせるため、必要に応じて洗浄等による除塩を行う。 
 

表２８ 柱角材・木質チップの主な受入先及び留意点 

用途 受入先 留意点 

マ

テ

リ

ア

ル 

木質製品原料

材（木質ボー

ド、合板等） 
・木材加工業者 
・合板業者 

・汚れの少ない家屋解体木材が最適 
・仮置場で破砕せず、民間業者へ搬出 

製紙原料材 ・製紙工場 ・生木（丸太）が最適 
・仮置場で破砕せず、民間業者へ搬出 

マルチング材 
生育基盤材 
堆肥原料 

・木材加工業者 
・合板業者 
・造園業者 

・土砂混入も可 
・東日本大震災で発生した倒木等の自然木・木くず

等の造成地等における活用について（平成 24 年 

環境省通知） 
サ

ー

マ

ル 

燃料用チップ 
・木質ボイラー 
・木質バイオマ

ス発電等 
・ボイラーの機種により受入条件が異なる。 
・民間業者又は仮置場で概ね 50mm 以下に破砕 

セメント原燃

料材 ・セメント工場 ・土砂混入も可 
・民間業者又は仮置場で概ね 50mm 以下に破砕 
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（オ）金属 

○ 分別・選別された金属くずについては、早期の段階で専門の回収業者へ有価物として

引き渡し、製鉄・精錬の原材料として利用する。 
 
（カ）コンクリート、分別土砂 

○ 分別・選別されたコンクリートがらについては、がれき類の破砕施設の許可を有する

産業廃棄物処理業者等に委託して処理するほか、二次仮置場に破砕施設を設置して破

砕処理を行い、再生砕石として再資源化する。 
○ 津波堆積物等の土砂については、土の粒度や汚染度等に応じて、二次仮置場に乾式に

よるふるい選別施設又は湿式による分級施設を設置して、選別処理を行うとともに、

必要に応じて土質改良を行い、分別土砂として再資源化する。 
○ 津波堆積物の処理に当たっては、「東日本大震災津波堆積物処理指針（平成23年 環

境省）」や東日本大震災時に実施に活用された「岩手県復興資材活用マニュアル（改

訂版）（平成25年 岩手県）」等を参考する。 
○ また、コンクリート再生砕石や分別土砂の活用については、「東日本大震災からの復

旧・復興のための公共工事における災害廃棄物由来の再生資材の活用について（平成

24年 環境省通知）」や「災害廃棄物から再生された復興資材の有効活用ガイドラ

イン（平成26年 公益社団法人地盤工学会）」等を参考として、復旧復興工事への

復興資材等として活用を図る。それぞれの活用用途について、表２９及び表３０に示

す。 
○ 市町村は、建設部局と連携して、復旧復興計画との調整を図り、復旧復興工事におい

て使用される再生資材への再資源化を行い、再生資材の活用を図る。県は、県工事等

に係る情報を提供し、再生資材の活用に協力する。 
 

表２９ コンクリート再生砕石の活用用途 

用  途 中間処理方法 

道路路盤材 
土質改良材 

路盤材 
（再生クラッシャラン） ・40mm 以下に破砕 

（再生砕石 RC40（0～40mm）

相当品） 液状化対策材 
埋立材 
埋め戻し材・裏込め材 
（再生クラッシャラン・再生砂） 

・最大粒径は利用目的に応じ

て適宜選択する。 

コンクリート製品原料 再生骨材 M ・5～25mm に破砕 
・二次破砕を複数回行う。 

その他 ・用途に応じて作製 
出典：災害廃棄物分別・処理実務マニュアル（平成 24 年 一般社団法人 廃棄物資源循環学会） 
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表３０ 分別土砂の活用用途 

用途 基本的事項 
海岸堤防 ・築堤材料としての適性を確認する。 
河川堤防 ・築堤材料としての機能を満足する品質の材料を選定する。 
港湾施設 ・当該港湾施設の特性と復興資材の品質や特性、供給量等を検

討する。 
水面埋立 ・埋立後の利用用途もしくは埋立後に行う地盤改良の適用性を

考慮した材料選定を行う。 
土地造成（宅地造成） ・盛土材料としての機能を満足する品質の材料を選定する。 

土地造成（公園・緑地造成） 
・造成の基本形状となる「構造基盤」と植栽を行うための表層

部を形成する「植栽基盤」があり、復興資材の性状等によ

り利用部位などを工夫する。 
道路盛土 ・路体・路床の各部位の材料規格と品質管理基準を満足させる。 

鉄道盛土 
・支持地盤、盛土、路盤が一体となり、供用期間中の外力（降

雨、地震等）に対して安定した状態を保ち、かつ列車荷重

に対しても適正な弾性を確保する。 
農用地 ・ほ場整備事業の土層や基盤として利用する場合は、目的とす

る機能を満足する品質の材料を選定する。 
海岸防災林（育成基盤・盛土） ・海岸防災林の育成基盤及び盛土の造成を行う場合、材料の透

水性、保水性及び土壌硬度に留意する。 

工作物の埋め戻し材料 

・適切な締固めが行えて道路盛土や現地盤と同等以上の地耐力

を確保できる材料が必要 
・各種埋設管や地中構造物などの工作物の埋め戻しに用いる場

合、埋設管下部への充填性、圧縮性、埋設物への影響を考

慮する。 

裏込め材 
・土工と構造物の接点であり、構造的に弱部となりやすいため、

圧縮性、透水性、浸水による強度低下などの観点から、規

定された品質を確保する。 
出典：災害廃棄物から再生された復興資材の有効活用ガイドライン（平成 26年 公益社団法人 地盤工学会） 

 

５．２ 発災後 

（1）被害状況を踏まえた処理可能量の推計、処理先の確保 

○ 市町村は、発災後、出来るだけ早く一般廃棄物処理施設の復旧予定の把握や処理可能量の

推計を行うとともに、発災後に推計した災害廃棄物等発生量と比較し、応援要請の必要性

について判断する。 

○ 市町村は、災害廃棄物の種類別に、発災前の計画を踏まえて市町村の一般廃棄物処理施設

を始め、周辺市町村や廃棄物処理業者、リサイクル業者等の処理先を確保し、迅速な処理

を開始することにより、仮置場の有効活用や環境負荷の低減を図る。他市町村や民間事業

者への要請が難しい場合は、県へ調整等を要請する。 

○ 県は、被災市町村から要請を受けた場合、被災していない市町村や民間事業者団体との連
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絡・調整役を担う。なお、被災市町村が応援要請を行うことができない状況にあると判断

した場合は、応援が可能な市町村等へ必要な指示を行う。 

○ また、県内のみではその処理が難しい場合は、市町村間の災害応援協定等による県外市町

村へ応援要請や、県を通じた県外応援要請を行う。 

 

（2）本格的な処理体制の確保 

○ 市町村は、県内市町村や廃棄物処理業者の処理施設のみでは処理できない場合、二次仮置

場に選別・破砕施設を設置して、選別や資源化を行うとともに、必要に応じて県外広域処

理のための応援要請を行う。 

○ 県外広域処理の応援要請に当たっては、市町村間の災害応援協定や、通常時に委託関係等

のある民間事業者とのネットワークを活用するとともに、それが難しい場合は、県を通じ

た県外応援要請を行う。 

○ 市町村は、可燃物の焼却について、市町村や廃棄物処理業者の焼却施設に加えて、県外広

域処理を行ったとしても処理できる可燃物発生量ではない場合は、二次仮置場等に仮設焼

却炉を設置し、処理を行う。 

○ なお、発災直前に休止した廃棄物処理施設がある場合は、その活用の可能性についても検

討する。 

○ 市町村は、柱角材やコンクリート、分別土砂等の再資源化に当たっては、利用先の受入条

件（形状、大きさ、異物混入率等）や要求品質を把握するとともに、復興資材への利用に

ついては、復旧復興計画や復旧復興工事と連携を図りつつ、処理を行う。 

○ 県は、被災市町村から災害廃棄物の処理に係る応援について要請を受け、県内でその処理

が難しい場合は、大規模災害時廃棄物対策中部ブロック協議会において策定される広域連

携計画等に基づき県外応援要請を行う。 

○ 県は、地震や津波等により甚大な被害を受けた市町村が、自らのみでは仮設処理施設を設

置・運営することが困難な場合には、地方自治法の規定に基づき、市町村からの事務委託

を受けて、市町村が選定・確保した用地において、仮設処理施設の設置・運営を行う。こ

の場合であっても、市町村が、地元調整を実施するとともに、市町村の廃棄物処理施設の

使用や災害廃棄物からリサイクルされた再生資材の活用等についても対応することを前

提とする。 

 

 

【風水害に係る留意点、特記事項等】 

○ 土砂災害における木くず（倒木）と土砂の混合物の処理にあたっては、トロンメル（回

転ふるい）やスケルトンバケット（重機）による土砂分離が重要である。 
○ 土砂や水分が付着した災害廃棄物を焼却処理する場合、焼却炉の発熱量（カロリー）が

低下し、処理基準（800℃以上）を確保するために、助燃剤として解体により発生する

木くずや廃プラスチック類、または重油を投入する必要が生じる場合もある。 
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６ 処理困難物対策 

○ 市町村は、通常時は受入を行っていない処理困難な廃棄物であっても、住民に対して排出

方法や処理方針を示しつつ、災害廃棄物処理事業としても適切に取扱い、環境汚染や事故

が起こらないよう対応する必要がある。 

○ 発災前には、有害廃棄物を含む処理困難物の処理体制を構築するとともに、発災時に出来

る限り処理困難物が発生しないよう発生抑制のための施策を進める。 

○ 発災後の応急対策としては、生活環境等への影響が大きい廃棄物は、優先回収を行うとと

もに、処理困難物の処理体制を確保する。 

○ 発災後の復旧・復興対策としては、災害廃棄物の撤去等に伴い処理困難物の優先回収を行

うとともに、県内での処理が難しい場合は、広域的な処理体制を確保する。 

○ 以上を踏まえ、図２３に処理困難物対策に関する対応プロセスを示す。 

 

発

災

前

 

 

発

災

後

 

応急 

対策 

 

復旧・ 

復興対策 

 

図２３ 対応プロセス（処理困難物対策） 

 

６．１ 発災前 

（1）処理困難物の処理体制の構築 

○ 市町村は、表３１も参考として、各市町村の被害想定や市町村内における事業所の立地状

況等を踏まえて、想定する処理困難物ごとの排出方法等を整理するとともに、市町村内及

び協力が想定される回収先や廃棄物処理業者等との連携体制の具体化を進め、処理体制を

構築する。 
○ 県は、市町村に対して、有害廃棄物等を扱う産業廃棄物処理業者やフロン類回収業者、そ

の他事業者に係る情報の提供や、有害物質に係る取扱について研修等を行う。 
 

（１）処理困難物の処理体制 

の構築 

（１）優先的な回収、処理体制の確保 

（２）広域的な処理体制の確保 

（２）処理困難物の発生抑制 
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表３１ 主な処理困難物の処理方法（例） 

項目 大 地 水 主な処理先等 留意点 

スプレー缶、

ｶｾｯﾄﾎﾞﾝﾍﾞ 

● ● ● 市町村又は処理業者の破砕施設 通常の排出方法を徹底し、火災に

注意 

蛍光灯・体温

計、電池等 

● ● ● 蛍光灯・体温計：水銀のリサイクル

施設、リチウム電池・ニカド電池・

水銀電池、バッテリー：販売店 

通常の排出方法を徹底し、環境汚

染・火災に注意 

廃畳 ● ● ● 処理業者のRPF化施設、破砕後に焼

却施設 

保管高さ等に留意し火災に注意 

廃家電  

● 

 

○ 

 

○ 

家電リサイクルルート：指定引取場

所、リサイクル不適物は粗大ごみ処

理施設等 

リサイクル不適物でもフロン類

が残っているものは要回収、冷蔵

庫内の食品は事前廃棄が必要 

廃タイヤ ○ □ □ 販売店、処理業者の破砕施設 タイヤ中の水溜まりでの蚊の発

生や火災に注意 

消火器 ○ □ □ 広域処理認定ルート：(一社)消火器

工業会の特定窓口、指定引取場所 

海中・泥中にあったものは、使用

時に破裂の危険性あり 

ガスボンベ □ □ □ 販売業者に回収依頼、ＬＰガス協会

等に連絡相談 

爆発、ガス漏洩の危険性があるた

め、取扱に専門性が必要 

燃料 □ □ □ 処理業者の焼却施設 廃自動車、廃二輪車、ストーブ等

に入っているものに注意が必要 

薬品、廃農

薬、殺虫剤 

□ □ □ 販売店・メーカーに回収依頼、処理

業者の焼却施設・中和施設 

事業所から流出・漏洩等がある場

合は、事業者に回収措置等を指導 

注射器、注射

針等 

□ □ □ 処理業者の溶融施設 手などを傷つけないよう、堅牢な

容器に保管 

石膏ボード ● ● × 有害物質を含むものは、市町村又は

処理業者の管理型処分場、製造工場

に回収依頼 

有害物質を含まないものは再資源化 

ヒ素、カドミウム、石綿を含むも

のあり、石綿含有廃棄物は埋立の

み 

石綿含有廃

棄物 

● ● × 市町村又は処理業者の最終処分場、

溶融施設 

成形板等は出来るだけ破砕しな

いように保管・運搬して埋立 

廃石綿等 ● ○ × 市町村又は処理業者の管理型処分

場、溶融施設 

原則仮置場に持ち込まない 

耐水性の二重梱包、固型化・薬剤

処理後、埋立等 

水産廃棄物 ○ × × 海洋投入、埋設保管、市町村又は処

理業者の焼却施設 

消石灰等による悪臭対策が必要 

海洋投入は、国へ要請 

肥料 ○ × × 津波堆積物の改質助剤 

市町村又は処理業者の管理型処分場 

消石灰等による悪臭対策が必要 

埋立に当たっては、フレコンバッ

グに梱包 

飼料、食品廃

棄物 

○ × × 市町村又は処理業者の焼却施設 腐敗による悪臭対策が必要 

ＰＣＢ廃棄

物 

○ × × 高濃度PCB廃棄物は中間貯蔵・環境

安全事業(株)、低濃度PCB廃棄物は

無害化処理認定事業者又は都道府県

知事等許可業者 

高濃度PCB廃棄物は、各銘板で判

別 
届出等で所有者が判明するもの

は、所有者で処理 

漁網 ○ × × 市町村又は処理業者の最終処分場、

選別後は再資源化及び焼却施設 

焼却等では漁網に取り付けられ

た錘や編み込まれた鉛を選別 

廃自動車 ○ × × 自動車リサイクルルート：引取業者 所有者の特定、意思確認に努め

る。 

電気自動車等は漏電に注意する。 

廃船舶 ○ × × 広域処理認定ルート：(一社)日本マ

リン事業協会 FRP船リサイクルセ

ンター、仮置場で破砕して焼却施設 
所有者の特定に努める。 

燃料、蓄電池、消火器等を除去 

古い船舶は石綿使用可能性あり 

 「大」：大規模災害、「地」：地震（通常災害）、「水」：水害（通常災害）において、主に想定される廃棄物（例）を指す。 
 「●」：市町村回収の可能性が高いもの、「○」：市町村回収の可能性があるもの、「□」：回収物の中に混入するもの 
 「×」：発生する可能性が低いもの
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（2）処理困難物の発生抑制 

○ 県及び市町村は、公共施設について、保管されているＰＣＢ含有廃棄物の処理を計画的に

進めるとともに、県は、民間事業者が所有するものについて、その処理が促進されるよう

啓発する。 
○ 県は、有害物質を取り扱う事業者に対して、化学物質の管理方法・事故発生時の対応計画

等を定めた特定化学物質等管理書の作成や、厳正な保管・管理の実施、事故時の措置の徹

底等を指導する。 
 

６．２ 発災後 

（1）優先的の回収、処理体制の確保 

ア 優先的な回収 

○ 市町村は、被害状況を踏まえ、処理困難物について、排出方法や排出時の注意点等を住民

に広報する。 
○ 市町村は、生活環境への影響が大きいものや危険性が高いものについて、特定の所在が把

握できるものは優先的に回収するとともに、災害廃棄物の撤去や損壊家屋等の解体に伴い

発見された場合は個別に回収を行う。 
○ 県及び市町村は、事業所から有害物質の流出・漏洩等がある場合は、事業者に回収措置等

を指導する。 
 
イ 処理体制の確保 

○ 市町村は、処理困難物の種類別に、発災前の計画を踏まえて、回収先や廃棄物処理業者等

を確保する。 

○ 市町村は、図２４のとおり、有害物・危険物について平常時の収集ルートが機能している

ものについては速やかに指定引取先や受入先に引き渡し、機能していない場合は仮置場で

土壌汚染の防止や事故への注意、雨水が掛からないようにして一時保管を行い、通常ルー

トの復旧を待つか、新たな受入先を探す。また、予定していなかった処理困難物を回収す

ることとなった場合も分別を徹底し、適切な収集ルート又は処理先に排出する。 

○ 県は、市町村に対して、産業廃棄物処理業者やフロン類回収業者、その他事業者に係る情

報の提供を行う。また、被災市町村から要請を受けた場合、民間事業者団体との連絡・調

整役を担う。 
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出典：災害廃棄物対策指針（平成26年３月、環境省） 

図２４ 有害物・危険物処理フロー(例) 

 
（2）広域的な処理体制の確保 

○ 市町村は、引き続き災害廃棄物や損壊家屋等の解体・撤去に伴い発見される処理困難物を

個別に回収するとともに、県内の回収先や産業廃棄物処理業者等の処理施設のみでは処理

できない場合は、県外広域処理のための応援要請を行う。 

○ 県外広域処理の応援要請に当たっては、市町村間の災害応援協定や、通常時に委託関係の

ある民間事業者とのネットワークを活用するとともに、それが難しい場合は、県を通じた

県外応援要請を行う。 

○ 県は、被災市町村から災害廃棄物の処理に係る応援について要請を受け、県内でその処理

が難しい場合は、大規模災害時廃棄物対策中部ブロック協議会において策定される広域連

携計画等に基づき県外応援要請を行う。 

 

 

【風水害に係る留意点、特記事項等】 

○ 畳は、カッターによる切断（1/4程度に）後、焼却施設等で処理する方法が考えられる

が、大量の濡れた畳の処理にあたっては、焼却炉のピット内での発酵による発熱、発火

に注意をする必要があり、一度に多量にピット内に入れないようにする。 
○ 水につかったハイブリッド車や電気自動車は感電の危険性があるため、所有者であって

も近づかないよう指導するとともに、車両解体業者等、専門知識を持った業者と連携し

て移動する。 
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７ 損壊家屋等の解体・撤去 

○ 損壊家屋等のうち、全壊判定を受けたものは環境省の災害等廃棄物処理補助事業の対象と

なり、また、阪神・淡路大震災や東日本大震災、平成 28 年熊本地震といった大規模災害で

は、半壊判定を受けたものも補助事業の対象となったため、市町村による損壊家屋等の解

体・撤去が行われている。 

○ 発災前には、損壊家屋等の解体・撤去に係る手順・手続きの整理、解体・撤去体制の構築

を図るとともに、石綿等への対策を促進する。 

○ 発災後の応急対策としては、解体申請窓口の設置・広報を行うとともに、通行上支障があ

る災害廃棄物や倒壊の危険性のある損壊家屋等について、石綿の飛散防止措置等を行った

上で、優先的な解体・撤去を行う。 

○ 発災後の復旧・復興対策としては、建物所有者からの申請や土地家屋調査士等の判断を踏

まえて、損壊家屋等の解体・撤去を行う。 

○ 以上を踏まえ、損壊家屋等の解体・撤去に関する対応プロセスを図２５に示す。 

 

発

災

前

 

 

発

災

後

 

応急 

対策 

 

復旧・ 

復興対策 

 

図２５ 対応プロセス（損壊家屋等の解体・撤去） 

 

７．１ 発災前 

（1）解体・撤去体制の構築、石綿等への対策 

○ 市町村は、税務部局や建設部局等と連携して、図２６も参考として、罹災証明の交付、解

体申請、解体事業発注、解体状況の確認等についての手順や手続きを整理するとともに、

庁内の連携体制を整える。 
○ 市町村は、損壊家屋等の被害想定を基に、建設部局等とも連携して、建設業者との連携を

進め、解体・撤去体制を構築する。 
○ 県及び市町村は、石綿等の使用状況について、建物管理者等から情報収集に努めるととも

に、除去等の措置がなされるよう促進する。 
○ 市町村は、建物解体等から生ずる思い出の品について、保管場所、保管場所の運営方法、

思い出の品の管理方法等について整理する。 
 

（１）解体・撤去体制の構築、石綿等への対策 

（１）優先的な解体・撤去 

（２）本格的な解体・撤去 
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（災害廃棄物対策指針（平成26年３月、環境省）を参考に環境部作成） 

図２６ 解体・撤去の手順（例） 

 

７．２ 発災後 

（1）優先的な解体・撤去 

ア 解体・撤去 

○ 市町村は、損壊家屋等の解体・撤去を行うため、発災前に構築した建設業者との連携体制

を確保する。 
○ 市町村は、優先的な損壊家屋等の解体・撤去として、国の方針も踏まえ、道路管理者等と

の連携の下、通行上支障がある災害廃棄物を撤去するとともに、応急危険度判定等を踏ま

えて倒壊の危険性が極めて高い損壊家屋等について、所有者への意思確認を基本としつつ、

所有者等に連絡が取れずやむを得ない場合は土地家屋調査士等による建物の価値がない

という判断を踏まえて、解体する。 
○ 市町村は、優先的な解体・撤去に当たっても、解体範囲の確認等のため出来る限り所有者

の立会のもと作業を行うとともに、可能な限り分別を行う。 
○ 市町村は、建物解体等から生ずる思い出の品について、発災前に整理した手法に基づき管

理体制を確保するとともに、貴重品については警察へ届け出る。 
○ また、損壊家屋等の本格的な解体・撤去に向けて、市町村は、国の補助対象範囲に係る方

針を踏まえ、解体・撤去の対象範囲を整理した上で、解体申請窓口を設置し、申請方法を

被災者へ広報する 
○ 県は、市町村から要請を受けた場合、民間事業者団体へ要請を行い、連絡・調整役を担う。 

イ 石綿等への対応 

○ 市町村は、石綿等の使用建物情報について、県から提供される情報を含め、損壊家屋等の

解体や災害廃棄物の撤去を行う関係者へ周知し、石綿等の他の廃棄物への混入や、適切な

防じんマスク等の着用指導により作業者やボランティアへの暴露を防ぐ。 
○ 市町村は、津波等により建物が混合廃棄物となった場合や、安全性の問題から建物に立入

できない場合など、石綿に係る事前調査ができない場合は、散水や養生シート等による飛

罹災証明申請窓口の 

設置 
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散防止措置を講じた上で、注意して解体を行い、可能となった時点での調査や石綿含有の

おそれがあるものを見なし石綿含有廃棄物とする取扱等を行う。 
○ 県は、市町村に対し県が保有する石綿等の使用建物情報や測定検査機関に係る情報の提供

等の技術的援助を行うとともに、石綿飛散防止を図るため大気汚染防止法に基づく立入指

導や、環境調査を行う。 
 

（2）本格的な解体・撤去 

○ 市町村は、図２６及び図２７のフローを参考として、所有者からの解体申請を基本としつ

つ、倒壊等の危険がある損壊家屋等について所有者等に連絡が取れずやむを得ない場合は

土地家屋調査士等による建物の価値がないという判断を踏まえて、損壊家屋等を解体・撤

去する。 
○ 市町村は、建物への意思確認サインの掲示依頼など所有者の意思確認の効率化や、地区ご

との解体・撤去の発注など解体作業の効率化を図るとともに、出来る限り所有者や必要に

応じて隣接者の立会のもと確実な解体作業を行うとともに、正当な理由がある場合を除き

建設リサイクル法に基づく分別を徹底する。（同法の運用については、「大規模災害等によ

り被害の生じた建築物等の建設リサイクル法上の取扱について（平成28年4月22日環境

省・国土交通省）」を参考とする。） 
○ 市町村は、解体・撤去前に石綿等に係る事前調査を行い、石綿や石綿含有建材が見つかっ

た場合には、石綿除去に係る隔離養生や石綿含有建材の手ばらし除去などを徹底し、石綿

の飛散防止を図る。 
○ 県は、優先的な解体・撤去に引き続き、石綿飛散防止を図るため大気汚染防止法に基づく

立入指導や、環境調査を行う。 
 

 
出典：災害廃棄物対策指針（平成26年３月、環境省） 

図２７ 解体・撤去の作業フロー及び処理フロー 
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８ 環境対策 

○ 災害時にあっては、災害廃棄物の迅速な処理が求められる一方、被災者の健康や生活環境

の保全に配慮して適正な災害廃棄物の処理を行うことが必要である。 

○ 発災前には、環境対策・環境モニタリングの事前準備、関係機関との連携体制の構築、事

業所への指導等を行う。 

○ 発災後の応急対策としては、災害廃棄物の撤去等に伴う環境対策・環境モニタリングや、

悪臭・害虫発生の防止、仮置場における火災防止対策を実施する。 

○ 発災後の復旧・復興対策としては、災害廃棄物処理の本格化に合わせて、環境対策を実施

する。 

○ 以上を踏まえ、環境対策に関する対応プロセスを図２８に示す。 

 

発

災

前

 

 

発

災

後

 

応急 

対策 

 

復旧・ 

復興対策 

 

図２８ 対応プロセス（環境対策） 

 

８．１ 発災前 

（1）環境対策に係る事前準備 

○ 市町村は、災害廃棄物の処理に伴う環境影響について、表３２及び表３３も参考として整

理するとともに、その環境影響に対する環境対策や環境モニタリングについて事前に整理

する。 
○ 県及び市町村は、環境汚染時の各種対応マニュアルに基づく情報伝達体制について、日頃

から関係機関と連携を緊密にして、協力体制の強化と推進を図る。 
○ 県は、有害物質を取り扱う事業者に対して、化学物質の管理方法や事故発生時の対応計画

等を定めた特定化学物質等管理書の作成や、厳正な保管・管理の実施、事故時の措置の徹

底等を指導する。 
○ 県は、市町村における有害物質への備えを促進するため、有害物質を取り扱う事業所の情

報を提供する。 
 

（１）環境対策に係る事前準備 

（１）応急対策時における環境対策 

（２）復旧・復興時における環境対策 
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表３２ 災害廃棄物への対応による環境影響と対策例 

環境項目 環境影響 環境対策例 

大気質 

・解体・撤去、仮置場における

粉じんの飛散 

・定期的な散水 

・フレコンバッグによる保管 

・飛散防止ネット、集じん機の設置 

・仮置場内の鉄板敷設、簡易舗装 

・屋内での保管、選別処理 

・運搬車両のタイヤ洗浄 

 

・損壊家屋等の解体時の事前調査、飛散防止対策 

・分別収集や目視による石綿分別の徹底 

・解体撤去現場、仮置場での石綿の測定監視 

・解体・撤去、仮置場における

石綿の飛散 

・災害廃棄物保管による有害ガ

ス、可燃性ガスの発生 

・仮置場の積み上げ高さ制限 

・危険物分別の徹底 

騒音・ 

振動 

・解体・撤去等処理作業に伴う

騒音・振動 

・搬入搬出車両の走行による騒

音・振動 

・低騒音・低振動の重機等の使用 

・処理装置への防音シートの設置 

・適切な運行経路設定、走行速度の遵守 

臭気 ・災害廃棄物からの悪臭 

・腐敗性廃棄物の優先処理 

・消石灰、消臭剤等の散布 

・密閉容器、フレコンバッグ等による保管 

水質 

・災害廃棄物に含まれる汚染物

質の降雨等による公共水域

への流出 

・フレコンバッグによる保管 

・仮置場内の簡易舗装 

・屋内での保管、選別処理 

・仮置場内の排水、雨水の処理 

土壌等 

・災害廃棄物から周辺土壌への

有害物質等の漏出 
・仮置場に遮水シートを敷設 

・仮置場内の簡易舗装 

・有害廃棄物の屋内保管 

 
表３３ 二次仮置場における環境モニタリング実施例 

※1

 

環境項目 調査項目 モニタリング頻度

※2

 

大気質 

仮設焼却炉の

排ガス 

ダイオキシン類 1～12 回/年 

窒素酸化物、硫黄酸化物、塩化水素、

ばいじん 

4～12 回/年 

敷地境界 粉じん 2～12 回/年 

敷地境界 

作業ヤード 

石綿 2～12 回/年 

騒音・振動 敷地境界 騒音レベル、振動レベル 1～4 回/年、常時 

悪臭 敷地境界 臭気指数 1～12 回/年 

水質 

水処理施設の

排水 

ダイオキシン類 1～2 回/年 

水素イオン濃度、浮遊物質量、濁度、

生物化学的酸素要求量又は化学的酸素

要求量、有害物質、全窒素、全リン 

2～12 回/年 

※1 東日本大震災時の宮城県における８地区の二次仮置場の実績を示す。 

※2 周辺に人家等が存在しない地区や施設排水が生じない地区では例外もある。 
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８．２ 発災後 

（1）応急対策時における環境対策 

ア 環境対策・環境モニタリング 

○ 市町村は、災害廃棄物の撤去、倒壊の危険性のある損壊家屋等の解体、一次仮置場での保

管・選別に際して、事前に検討した環境対策・環境モニタリングの内容を基に被災状況を

踏まえて、具体的方法や具体的箇所等を決定して実施する。 
○ 県は、市町村に対して、有害物質を取り扱う事業所の情報を提供するとともに、市町村と

連携して、被災者の生活環境の把握のため環境調査を行うとともに、有害物質等の漏洩事

故があった場合、事故の状況を調査により把握し、事故の原因者が実施する応急措置、再

発防止策等の妥当性を判断し、必要な指導を行う。 
○ 県は、化学物質等の測定・分析について、愛知県環境調査センター等で実施するとともに、

一般社団法人愛知県環境測定分析協会及び愛知県特定計量証明事業協会と災害時におけ

る協定を締結しており、これらに対して必要に応じ要請を行う。また、市町村に対して、

環境対策や環境調査に係る技術指導、測定検査機関に係る情報提供等の技術的支援を行う。 
 

イ 悪臭及び害虫発生の防止 

○ 市町村は、水産廃棄物、食品廃棄物、肥料・飼料等の腐敗性廃棄物について、優先的に処

理を行うとともに、消石灰等の散布による悪臭等の防止や、原因となり得る廃棄物の密閉

容器やフレコンバッグへの保管等を行う。 

○ 市町村は、害虫の発生防止のため、仮置場内の水たまりを再生砕石で埋めたり、廃タイヤ

内の水たまりに害虫が発生しないよう、廃タイヤは早期に処理を行う。 

○ 市町村は、悪臭や害虫が発生した場合は、衛生部局との連携や専門機関への相談を行い、

消石灰や消臭剤、殺虫剤の散布等を行う。なお、東日本大震災及び平成28年熊本地震にお

いては、公益社団法人日本ペストコントロール協会、一般財団法人日本環境衛生センター、

公益社団法人におい・かおり環境協会に相談窓口が設置された。 
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ウ 仮置場における火災防止対策 

○ 市町村は、一次仮置場における可燃性廃棄物、混合廃棄物等の保管について、表３４を参

考として、保管高さ等の遵守や分別の徹底等を行うとともに、廃棄物の切り返しやガス抜

き管の設置による放熱・ガス抜き、巡回監視や温度・一酸化炭素濃度測定等を行い、火災

を予防する。 

○ また、万一火災が発生した場合に備えて、消火栓、防火水槽、消火器の設置、作業員に対

する消火訓練の実施により迅速な鎮火に努める。 

 

表３４ 仮置場の火災防止対策 

項目 内容 

保管高さ等 ・可燃性廃棄物（混合廃棄物を含む。）の保管高さは５ｍ以下 

・保管場所と保管場所との離隔距離は２ｍ以上 

分別の徹底 ・ガスボンベ、灯油缶（ストーブも含む。）、ライター、バイク等の燃料

を含む危険物や、電化製品、バッテリー、電池等の火花を散らす廃棄物

について分別の徹底 

・可燃性廃棄物に、食品系廃棄物や畳等の腐敗性廃棄物を混在させない。 

仮置場の配置 ・家電・電子機器等の保管場所と可燃性廃棄物・混合廃棄物等の保管場所

を近接させない。 

放熱・ガス抜

き 

・数週間に一度は、仮置場の堆積物の切り返しを行う。 

・ガス抜き管（有孔管）を当初又は切り返し時に設置（下部に砕石マウン

ドを設置している場合は不可） 

モニタリング ・仮置場の巡回監視を実施 

・表層から１ｍ程度の深さの温度、一酸化炭素濃度を測定 

消火対策 ・消火栓、防火水槽、消火器の設置 

その他 ・散水による火災防止効果を過度に期待せず、保管高さや分別の徹底を遵

守 

 

（2）復旧・復興時における環境対策 

○ 市町村は、本格的な損壊家屋等の解体の開始、二次仮置場や仮設焼却炉の設置・稼働に際

して、事前に検討した環境対策・環境モニタリングの内容を基に、被害状況を踏まえて、

具体的方法や具体的箇所等を決定して実施する。また、被災者の避難所から仮設住宅への

移動に伴い、必要があれば環境調査地点を変更する。 
○ 市町村は、二次仮置場における可燃性廃棄物等の保管について、一次仮置場と同様に、表

３４を参考として火災防止対策を図る。 

○ 県は、応急対応時に引き続き、市町村に対して、環境対策や環境調査に係る技術的支援を

行うとともに、市町村と連携して環境調査を実施する。 
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第３章  地域ブロックによる連携 

 
 
 
 
 
 
 
１ 地域内連携 

１．１ 尾張地域 

○ 南海トラフ地震の発災時における尾張地域の広域化ブロックごとの市町村の焼却施設又

は最終処分場について、それらの処理可能量と選別後可燃物又は不燃物の発生量との関係

は、表３５及び図２９のとおり推計される。 

○ 被災の程度が大きい広域化ブロック（名古屋、海部津島、尾張西部、知多北部、知多南部）

の市町村については、自ら及び広域化ブロック内での連携による処理・対策を実施した上

で、比較的被災の程度が小さい広域化ブロック（尾張北部、春日井、尾張東部・尾三）の

市町村はこれらの市町村に対して応援協力することが想定される。 

○ 尾張北部ブロックの市町村は尾張北西部の市町村に対して、尾張東部・尾三ブロックの市

町村は尾張南東部の市町村に対して応援協力し、春日井ブロックは被害の様相に応じて柔

軟に対応することも想定される。 

 
表３５ 処理可能量の充足状況 

 充足 不足 
焼却施設 尾張北部ブロック 

春日井ブロック 
尾張東部・尾三ブロック 

名古屋ブロック 
海部津島ブロック 
尾張西部ブロック 
知多北部ブロック 
知多南部ブロック 

最終処分場 尾張北部ブロック 
春日井ブロック 
尾張東部・尾三ブロック 

名古屋ブロック 
海部津島ブロック 
尾張西部ブロック 
知多南部ブロック 
知多北部ブロック 

 

本章では、南海トラフ地震の発災時における尾張地域、西三河地域及び東三河地域の地域ブ

ロックによる連携として、既存の焼却施設及び最終処分場の活用を中心とした「地域内連携」、

「地域間連携」について示す。 

地域ブロックによる連携については、この他、収集運搬等の人材や資機材に係る連携、し尿

処理施設や粗大ごみ処理施設等に係る連携なども想定される。 
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※原点からの斜線が処理可能ラインを示す。この線より上方ほど処理できない量が多く、下方ほど余裕があることを示す。 

図２９ 尾張地域における焼却処理・最終処分に係る処理能力と発生量の関係 

 
 
１．２ 西三河地域 

○ 南海トラフ地震の発災時における西三河地域の広域化ブロックごとの市町村の焼却施設

又は最終処分場について、それらの処理可能量と選別後可燃物又は不燃物の発生量との関

係は、表３６及び図３０のとおり推計される。 

○ 被災の程度が大きい広域化ブロック（岡崎西尾、衣浦東部）の市町村については、自ら及

び広域化ブロック内での連携による処理・対策を実施した上で、比較的被災の程度が小さ

い豊田加茂ブロックの市町村はこれらの市町村に対して応援協力することが想定される。 

 
表３６ 処理可能量の充足状況 

 充足 不足 
焼却施設 豊田加茂ブロック 岡崎西尾ブロック 

衣浦東部ブロック 
最終処分場 ― 岡崎西尾ブロック 

衣浦東部ブロック 
豊田加茂ブロック 
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※原点からの斜線が処理可能ラインを示す。この線より上方ほど処理できない量が多く、下方ほど余裕があることを示す。 

図３０ 西三河地域における焼却処理・最終処分に係る処理能力と発生量の関係 
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１．３ 東三河地域 

○ 南海トラフ地震の発災時における東三河地域の広域化ブロックごとの市町村の焼却施設

又は最終処分場について、それらの処理可能量と選別後可燃物又は不燃物の発生量との関

係は、表３７及び図３１のとおり推計される。 

○ 被災の程度が大きい豊橋田原ブロックの市町村については、自ら及び広域化ブロック内で

の連携による処理・対策を実施した上で、比較的被災の程度が小さい東三河ブロックの市

町村はこれらの市町村に対して応援協力することが想定される。 

○ 最終処分については、広域化ブロック内での連携のみで対応できることが想定される。 

 

表３７ 処理可能量の充足状況 

 充足 不足 
焼却施設 ― 豊橋田原ブロック 

東三河ブロック 
最終処分場 豊橋田原ブロック 

東三河ブロック 
― 
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※原点からの斜線が処理可能ラインを示す。この線より上方ほど処理できない量が多く、下方ほど余裕があることを示す。 

図３１ 東三河地域における焼却処理・最終処分に係る処理能力と発生量の関係 

 
２ 地域間連携 

○ 南海トラフ地震の発災時における地域ブロック毎の焼却施設及び最終処分場による処理

可能割合ついては、表３８及び表３９のとおり推計される。 

○ 東三河地域の最終処分場を除き、各地域とも選別後の可燃物又は不燃物の発生量に対して、

焼却施設又は最終処分場の処理可能量が不足していることから、各市町村において施設整

備を含めたそれぞれの対策を着実に進める必要がある。 

○ また、可燃物の焼却については、尾張地域で他の地域に比べ既存の焼却施設における処理

可能割合が高く、不燃物の埋立については、東三河地域で他の地域に比べ既存の最終処分

場における処理可能量の割合が高い。 

○ このため、「１」の地域ブロックごとの連携に加えて、さらに対応を要する場合は、災害
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廃棄物の発生量や、既存処理施設での処理可能量、被災市町村と支援市町村の位置関係等

を踏まえた上で、地域ブロック間における協力や県外への応援要請を検討・実施していく。 

 

表３８ 既存の焼却施設における処理可能割合 

地域 

選別後可燃物 

発生量 

（千トン） 

焼却処理 

可能量 

（千トン/3年） 

処理可能 

割合 

処理が 

見込めない量 

（千トン/3年） 

尾張地域 1,541 1,200 78％ 341 
西三河地域 551 179 32％ 372 
東三河地域 381 142 37％ 239 
合計 2,473 1,521 62％ 952 

 

表３９ 既存の最終処分場における処理可能割合 

地域 

選別後不燃物 

発生量 

（千トン） 

最終処分 

可能量 

（千トン） 

処理可能 

割合 

処理が 

見込めない量 

（千トン） 

尾張地域 2,085 1,213 58％ 872 
西三河地域 884 577 65％ 307 
東三河地域 577 694 120％ 0 
合計 3,546 2,484 70％ 1,062 
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第３編 本計画の推進・見直し 
 
 
 
 
１ 本計画の推進 

○ 市町村は、市町村計画を策定するとともに、広域化ブロック又は地域ブロックでの連携を

進める。 

○ 市町村間の連携の検討に当たっては、広域化ブロック会議や一部事務組合に係る会議、地

区ごとの清掃会議等の既存の会議を活用することも検討する。 

○ 県は、関係主体との連携や技術的な検討を通して自らの施策を推進するとともに、市町村

における災害廃棄物処理対策及び広域的な連携による取組について技術的な支援を行う。 

 
２ 人材育成・訓練 

○ 県は、本計画の実効性を高めるため、県及び市町村、関係団体の職員を対象として伝達訓

練、図上訓練等の模擬訓練や、被災自治体の職員や専門家による講習会等を通じて災害廃

棄物対策を担う人材の育成、訓練を実施する。また、有害物質への対応や処理困難な廃棄

物の取扱方法についても、研修会等を通じて知識の向上を図る。 

○ 市町村においても、定期的に組織や連絡体制の確認を行い、市町村組織内や関係団体との

伝達訓練を行うとともに、計画で定めた仮置場の設置・運営方法についての確認や一般廃

棄物処理施設、その他処理施設における防災対策や災害廃棄物の処理技術面の向上を図る

ため、研修会、机上訓練、実地訓練などを実施する。 

 
３ 本計画の見直し 

○ 県は、本計画について着実な推進を図るため、県及び市町村、関係機関の対策の実施状況

や国内における対策事例等について調査し、計画の進捗管理・評価を行う。 

○ 国や県、市町村における廃棄物対策や防災対策の進捗、災害廃棄物対策の事例、廃棄物処

理技術の進展、本計画の進捗状況等を踏まえ、概ね５年を目途として本計画の見直しを行

う。また、国の災害廃棄物対策の見直し、国内の大規模な災害における対策事例、訓練の

実施結果等により、本計画に見直しの必要が生じた場合は速やかに改訂を行う。 

 

本編では、本計画に基づく施策の着実な推進を図り、本県における実効性ある災害廃棄物処理

体制を実現するため、「本計画の推進」、「人材育成・訓練」、「本計画の見直し」について示す。 
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・市町村災害廃棄物処理計画の策定予定 
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・災害廃棄物等発生量推計方法 

・災害廃棄物等発生量 
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・焼却施設の処理可能量推計 

・最終処分場の処理可能量推計 

・地域別処理フロー 

・災害廃棄物・津波堆積物発生量マップ 

・洪水浸水想定区域、土砂災害警戒区域 

・高潮浸水想定区域 
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市町村災害廃棄物処理計画の策定予定 

 ※ 災害廃棄物対策指針（平成26年 環境省）に基づくもの 
 
 
 
 

市町村名 策定済み

28年度

策定予定

29年度

策定予定

30年度

策定予定

1 名古屋市 H28.10

2 豊橋市 H28.3

3 岡崎市 ●

4 一宮市 ●

5 瀬戸市 ●

6 半田市 ●

7 春日井市 ●

8 豊川市 ●

9 津島市 ●

10 碧南市 ●

11 刈谷市 ●

12 豊田市 H28.7

13 安城市 ●

14 西尾市 ●

15 蒲郡市 ●

16 犬山市 ●

17 常滑市 ●

18 江南市 ●

19 小牧市 ●

20 稲沢市 ●

21 新城市 ●

22 東海市 ●

23 大府市 ●

24 知多市 ●

25 知立市 ●

26 尾張旭市 ●

27 高浜市 ●

28 岩倉市 ●

29 豊明市 ●

30 日進市 ●

31 田原市 ●

32 愛西市 ●

33 清須市 ●

34 北名古屋市 ●

35 弥富市 ●

36 みよし市 ●

37 あま市 ●

38 長久手市 ●

39 東郷町 ●

40 豊山町 ●

41 大口町 ●

42 扶桑町 ●

43 大治町 ●

44 蟹江町 ●

45 飛島村 ●

46 阿久比町 ●

47 東浦町 ●

48 南知多町 ●

49 美浜町 ●

50 武豊町 ●

51 幸田町 ●

52 設楽町 ●

53 東栄町 ●

54 豊根村 ●

※ 市町村廃棄物担当課意向調べ（平成28年10月）
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関係協定一覧 

 
協定の名称 協定締結者 所管課 

全国都道府県における災

害時等の広域応援に関す

る協定 

全国知事会、全国知事会東日本大震災復興協力本

部、北海道東北地方知事会、関東地方知事会、中

部圏知事会、近畿ブロック知事会、中国地方知事

会、四国知事会、九州地方知事会 

災害対策課 

災害時等の応援に関する

協定書 
富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、静岡

県、愛知県、三重県、滋賀県、名古屋市 
災害対策課 

災害時における石油類燃

料の優先供給等に関する

協定書 

愛知県 
愛知県石油商業組合 

災害対策課 

災害時における車両の調

達に関する協定書 
愛知県 
一般社団法人愛知県レンタカー協会 

災害対策課 

災害時における仮設トイ

レ等の賃貸借に関する協

定書 

愛知県 
社団法人全国建設機械器具リース業協会中部支

部 

災害対策課 

災害発生時等における物

質等の緊急輸送に関する

協定書 

愛知県 
一般社団法人愛知県トラック協会 

災害対策課 

災害発生時等の物資の保

管等に関する協定書 
岐阜県、愛知県、三重県、東海倉庫協会 災害対策課 

船舶による輸送等に関す

る協定書 
愛知県、中部沿海海運組合、東海内航海運組合、

全国内航タンカー海運組合東海支部 
災害対策課 

災害時における化学物質

等の調査に関する協定書 
愛知県、一般社団法人愛知県環境測定分析協会、

愛知県特定計量証明事業協会 
環境活動推進課 

災害時におけるフロン類

の回収に関する協定書 
愛知県、愛知県フロン類排出抑制推進協議会 大気環境課 

災害時における廃棄物の

処理等に関する協定書 
愛知県、愛知県衛生事業協同組合、一般社団法人

愛知県産業廃棄物協会、一般社団法人愛知県解体

工事業連合会 

資源循環推進課 

災害時の一般廃棄物処理

及び下水処理に係る相互

応援に関する協定書 

愛知県、各市町村、各一部事務組合、各下水道管

理者 
資源循環推進課 
下水道課 

※ 協定書については、愛知県地域防災計画附属資料を参照 
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災害廃棄物等発生量推計方法 

 
（１）全壊・半壊・焼失・津波堆積物 

 Ｑ１＝Σ（Ｎ×ｓ×ｑ×ｒ１） 
   Ｑ１：選別前の種類別発生量  
   Ｎ ：市町村別の木造・非木造別被害棟数 
   ｓ ：市町村別の平均延床面積 
   ｑ ：単位延床面積当たりの廃棄物重量 
   ｒ１：選別前の種類別割合 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ｑ２＝Σ（Ｑ１×ｒ２＋Ｑ３×ｒ２） 
 Ｑ２：選別後の種類別発生量 
 ｒ２：選別率 
 Ｑ３：津波堆積物発生量 

市町村別の木造・非木造別被害棟数

選別前の種類別発生量

選別後の種類別発生量

津波堆積物発生量

市町村別の１棟当たりの平均延床面積

単位延床面積当たりの廃棄物重量（原単位）

※半壊は全壊の20％
選別前の種類別割合（焼失は減量率を加味）

選別率

単位床面積当たりの廃棄物重量

【県防災局報告書（平成26年）】

木造（t/m2） 非木造（t/m2）

可燃物 不燃物 可燃物 不燃物

0.194 0.502 0.100 0.810

ｺﾝｸﾘｰﾄ

木造

可燃物 100％ ― ― ―
不燃物 ― 43.9％ 3.1％ 53.0％

非木造

可燃物 100％ ― ― ―
不燃物 ― 94.9％ 4.9％ 0.2％

減量率 99.6％ 4.8％ 0％ 17.4％

選別前の種類別割合 【厚生省報告書（平成10年）】

選別率（選別前→選別後）【環境省検討委員会資料データから作成】

選別後

選別前

可燃物 不燃物 柱角材 ｺﾝｸﾘｰﾄ 金属

分別

土砂

可燃混合物

69.1％
（71.3％）

14.1％

（14.5％）

8.4％
（8.7％）

4.6％
（4.7％）

0.7％
（0.8％）

3.1％

（－）

ｺﾝｸﾘｰﾄがら

0％
（0％）

4.2％

（4.4％）

0％
（0％）

91.7％
（95.4％）

0.2％
（0.2％）

4.0％

（－）

金属くず

0％
（0％）

5.4％

（5.5％）

0％
（0％）

0％
（0％）

93.2％
（94.5％）

1.4％

（－）

不燃混合物

2.1％
（2.8％）

64.0％

（84.3％）

0％
（0％）

1.1％
（1.4％）

8.8％
（11.5％）

24.1％
（－）

津波堆積物 0.9％ 2.4％ 0％ 2.2％ 0.3％ 94.1％
上段：津波被害あり 下段：津波被害なし又は極めて小さい
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（２）床上浸水・床下浸水 

 Ｑ２＝Σ（（Ｎ０－Ｎ１）×ｑ×ｒ２） 
   Ｑ２：選別後の種類別発生量  
   Ｎ０：全建物棟数 
   Ｎ１：被害棟数（全壊・半壊・焼失） 
   ｑ ：棟数当たりの廃棄物重量 
   ｒ２：選別後の種類別割合 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｑ１＝Σ（Ｑ２×ｒ１） 
 Ｑ１：選別前の種類別発生量 
 ｒ１：選別率（選別後→選別前） 
  

全建物棟数

選別後の種類別発生量

無被害棟数

被害棟数（床上／床下）

選別前の種類別発生量

被害棟数

浸水深情報

床上浸水：0.5m以上／床下

浸水0.5m未満

棟数当たりの

廃棄物重量（原単位）

選別後の種類別割合

選別率

棟数当たりの廃棄物重量

【水害廃棄物対策指針（平成17年） 】

原単位（t/棟）

床上浸水 3.79
床下浸水 0.08

可燃物 不燃物 金属

72.8％ 24.2％ 3.0％

選別後の種類別割合

【東海豪雨実績から作成】

選別率（選別後→選別前）

【環境省検討委員会資料データ及び東海豪雨実績から作成】

選別前

選別後

可燃

混合物

金属くず

不燃

混合物

可燃物 99.6％ 0％ 0.4％

不燃物 61.1％ 0.2％ 38.6％

金属 26.1％ 31.3％ 42.6％
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災害廃棄物等発生量 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

単位：トン

可燃物 不燃物

名古屋市
8,443,334 7,040,391 1,042,018 5,998,374 1,402,943 755,252 924,430 84,412 4,593,883 342,326 1,743,031

豊橋市
2,087,287 1,570,292 228,936 1,341,356 516,995 168,925 261,523 18,998 957,244 82,194 598,403

岡崎市
659,555 659,555 105,065 554,490 0 78,491 144,483 9,156 389,046 38,379 0

一宮市
462,248 462,248 103,136 359,113 0 76,792 126,230 8,988 222,499 27,739 0

瀬戸市 14,530 14,530 3,623 10,907 0 2,716 4,881 316 5,671 947 0
半田市

403,421 268,053 44,730 223,323 135,367 33,698 57,034 3,614 144,156 14,962 149,955
春日井市 72,028 72,028 7,318 64,711 0 5,454 10,819 638 51,192 3,926 0
豊川市

497,006 457,877 77,851 380,026 39,128 56,156 84,032 6,541 253,757 23,922 72,599
津島市

366,525 204,678 43,355 161,324 161,847 32,709 44,909 3,452 105,317 11,077 169,062
碧南市 1,070,367 808,539 104,596 703,943 261,828 77,949 133,673 8,549 502,996 43,057 304,142
刈谷市

284,767 199,708 25,930 173,777 85,059 19,378 29,975 2,119 129,827 10,359 93,109
豊田市 230,882 230,882 42,947 187,935 0 31,777 48,440 3,743 134,110 12,812 0
安城市

450,391 401,427 59,097 342,330 48,964 42,670 62,012 4,947 246,603 20,415 73,744
西尾市 3,287,877 2,027,861 352,050 1,675,811 1,260,016 264,414 404,086 29,052 1,135,291 109,791 1,345,243
蒲郡市

244,780 212,745 43,863 168,882 32,036 31,947 50,840 3,661 96,211 11,819 50,302
犬山市

6,494 6,494 896 5,598 0 653 790 78 4,655 318 0
常滑市 301,683 213,676 41,248 172,428 88,007 30,440 36,239 3,214 123,605 10,686 97,498
江南市

7,760 7,760 1,374 6,387 0 1,016 1,553 120 4,645 427 0
小牧市 26,701 26,701 3,196 23,505 0 2,311 2,476 279 20,380 1,256 0
稲沢市

392,014 392,014 88,513 303,501 0 65,935 109,010 7,714 185,684 23,671 0
新城市 65,544 65,544 14,101 51,443 0 10,487 16,996 1,229 32,964 3,868 0
東海市

647,959 596,860 66,223 530,637 51,100 47,837 76,236 5,522 403,374 30,107 84,884
大府市

276,453 274,497 38,284 236,213 1,955 28,237 43,110 3,336 185,442 14,488 1,840
知多市 178,527 167,103 25,231 141,871 11,424 18,080 24,656 2,115 103,417 8,333 21,926
知立市

114,439 114,439 13,887 100,552 0 10,284 17,654 1,210 79,148 6,143 0
尾張旭市 25,088 25,088 3,690 21,398 0 2,707 3,708 322 17,065 1,286 0
高浜市

235,294 215,093 24,582 190,510 20,201 17,831 29,952 2,052 141,340 11,053 33,065
岩倉市

14,549 14,549 2,524 12,025 0 1,860 2,678 220 9,013 778 0
豊明市 76,148 76,148 12,244 63,904 0 9,050 13,967 1,067 47,933 4,132 0
日進市

55,699 55,699 8,359 47,339 0 6,124 8,128 729 37,886 2,832 0
田原市 1,334,621 862,556 146,709 715,847 472,064 109,220 157,660 12,196 502,118 45,408 508,018
愛西市

585,772 246,748 57,046 189,702 339,024 44,322 59,788 4,408 123,833 13,800 339,621
清須市 85,672 85,672 15,252 70,420 0 11,261 16,653 1,329 51,776 4,653 0
北名古屋市

54,040 54,040 9,924 44,115 0 7,348 11,371 865 31,445 3,010 0
弥富市

1,417,408 538,329 142,827 395,501 879,080 111,355 161,933 11,296 219,576 32,223 881,025
みよし市 71,260 71,260 10,088 61,172 0 7,343 8,607 879 50,965 3,466 0
あま市

289,441 259,820 56,157 203,663 29,621 40,443 54,382 4,694 126,544 13,516 49,863
長久手市 32,238 32,238 4,284 27,954 0 3,123 3,865 373 23,293 1,584 0
東郷町

29,025 29,025 5,527 23,498 0 4,096 6,403 482 16,407 1,637 0
豊山町 3,918 3,918 556 3,362 0 406 524 48 2,743 196 0
大口町

4,136 4,136 538 3,598 0 391 450 47 3,050 199 0
扶桑町

4,484 4,484 787 3,697 0 580 842 69 2,752 241 0
大治町 60,889 60,887 12,448 48,439 2 9,239 14,593 1,085 32,465 3,505 2
蟹江町

292,898 173,795 33,148 140,647 119,104 24,984 30,510 2,528 102,050 8,877 123,948
飛島村 664,064 370,790 48,552 322,238 293,274 36,664 37,286 3,999 275,705 17,472 292,938
阿久比町

70,176 69,164 11,388 57,776 1,012 8,457 13,847 992 42,065 3,862 952
東浦町 348,628 243,207 29,310 213,896 105,421 22,132 39,170 2,399 155,812 13,012 116,103
南知多町

333,510 264,069 60,101 203,968 69,441 44,060 65,498 4,897 113,854 14,620 90,581
美浜町

177,258 151,655 32,024 119,631 25,603 23,309 35,066 2,651 69,969 8,273 37,989
武豊町 154,906 140,194 28,393 111,802 14,711 20,609 33,241 2,389 63,753 7,784 27,129
幸田町

56,041 56,041 11,457 44,584 0 8,507 13,524 998 29,776 3,236 0
設楽町 8,147 8,147 1,950 6,197 0 1,456 2,482 170 3,531 508 0
東栄町

10,776 10,776 2,720 8,056 0 2,035 3,544 237 4,269 692 0
豊根村

1,883 1,883 523 1,359 0 393 712 46 604 128 0
県計

27,090,538 20,625,311 3,350,576 17,274,735 6,465,227 2,472,912 3,546,468 276,467 12,412,711 1,075,006 7,306,974
※端数処理を行っているため、合計が各項目の和に一致しない場合がある。

選別後選別前

市町村名 合　　計

津波堆積物 可燃物 不燃物 柱角材 コンクリート 金属 分別土砂災害廃棄物
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仮置場の必要面積及び候補地面積 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成27年7月現在

単位：ｍ

2

市町村名 候補地面積（注２）

名古屋市 1,082,593 ～ 1,173,930 134,872
豊橋市 254,087 ～ 287,745 102,271
岡崎市 94,280 ～ 94,280 63,580
一宮市 71,694 ～ 71,694 21,220
瀬戸市 2,326 ～ 2,326 26,575
半田市 47,517 ～ 56,330 19,440
春日井市 9,505 ～ 9,505 7,000
豊川市 68,934 ～ 71,482 64,744
津島市 41,842 ～ 52,379 8,832
碧南市 128,015 ～ 145,061 62,715
刈谷市 32,965 ～ 38,503 107,462
豊田市 34,178 ～ 34,178 236,989
安城市 59,647 ～ 62,834 119,050
西尾市 377,432 ～ 459,464 79,073
蒲郡市 34,396 ～ 36,481 76,512
犬山市 902 ～ 902 2,476
常滑市 37,647 ～ 43,376 8,332
江南市 1,135 ～ 1,135 64,836
小牧市 3,615 ～ 3,615 44,160
稲沢市 61,000 ～ 61,000 51,237
新城市 10,066 ～ 10,066 30,000
東海市 83,151 ～ 86,478 19,660
大府市 38,329 ～ 38,456 11,149
知多市 24,366 ～ 25,110 137,025
知立市 15,532 ～ 15,532 19,357
尾張旭市 3,528 ～ 3,528 18,000
高浜市 30,218 ～ 31,533 45,516
岩倉市 2,119 ～ 2,119 161,100
豊明市 10,907 ～ 10,907 28,550
日進市 7,864 ～ 7,864 8,750
田原市 155,804 ～ 186,537 108,590
愛西市 60,722 ～ 82,793 21,642
清須市 12,552 ～ 12,552 29,743
北名古屋市 7,975 ～ 7,975 1,486
弥富市 145,051 ～ 202,283 75,852
みよし市 9,946 ～ 9,946 14,625
あま市 41,881 ～ 43,809 52,978
長久手市 4,446 ～ 4,446 4,905
東郷町 4,321 ～ 4,321 16,655
豊山町 547 ～ 547 2,642
大口町 568 ～ 568 3,425
扶桑町 655 ～ 655 8,400
大治町 9,227 ～ 9,227 2,000
蟹江町 33,638 ～ 41,392 21,803
飛島村 70,094 ～ 89,187 14,000
阿久比町 10,023 ～ 10,089 20,000
東浦町 39,833 ～ 46,696 18,600
南知多町 45,703 ～ 50,223 34,000
美浜町 24,843 ～ 26,510 13,468
武豊町 22,152 ～ 23,110 10,000
幸田町 8,493 ～ 8,493 28,277
設楽町 1,289 ～ 1,289 2,250
東栄町 1,732 ～ 1,732 0
豊根村 312 ～ 312 7,272
合計 3,381,592 ～ 3,802,506 2,293,095
（注１）津波堆積物の保管高さを5～10mと幅を持たせて設定

（注２）災害復旧用オープンスペース候補地のうち他の用途への使用可能性を

　　　　勘案した上で推計

必要面積（注１）



8  

焼却施設の処理可能量推計 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. 市町村名 施設名称

処理能力

（t/日）

炉数

想定

震度

処理可能量

（t/3年）

1 南陽工場 1,500 3 6弱 342,068
2 猪子石工場 600 2 5強 0
3 五条川工場 560 2 6弱 48,645
4 鳴海工場（PFI） 530 2 6強 0
5 資源化センター焼却施設３号炉 150 1 6弱 40,289
6 資源化センター焼却施設１・２号炉 400 2 6弱 37,539
7 八帖クリーンセンターごみ焼却施設１号炉 100 1 6弱 2,346
8 中央クリーンセンターガス化溶融施設 380 2 6弱 31,077
9 一宮市 環境センター 450 3 5強 38,405
10 半田市 クリーンセンター 150 2 6弱 7,495
11 クリーンセンター１、２号炉 260 2 5強 255,294
12 クリーンセンター３、４号炉 280 2 5強 78,384
13 清掃工場　１、３号炉 134 2 5強 7,509
14 清掃工場　５，６号炉 130 2 5強 7,947
15 藤岡プラント３号炉 90 1 5強 0
16 渡刈クリーンセンター 405 3 6弱 46,241
17 安城市 環境クリーンセンター 240 2 6弱 45,204
18 西尾市 クリーンセンター（ごみ焼却施設） 195 3 6強 2,966
19 蒲郡市 クリーンセンター 130 2 6弱 31,844
20 犬山市 都市美化センター 135 2 5強 34,839
21 稲沢市 環境センター 180 3 6弱 76,677
22 新城市 クリーンセンター 60 2 5強 3,987
23 東海市 清掃センター 160 2 6弱 23,024
24 知多市 清掃センター 130 2 6弱 29,039
25 田原市 田原リサイクルセンター炭生館（PFI） 60 2 6強 3,552
26 東部知多衛生組合 東部知多クリーンセンター 240 3 6強 35,342
27 衣浦衛生組合 クリーンセンター衣浦 190 2 6強 26,000
28 常滑武豊衛生組合 クリーンセンターごみ処理施設 150 2 6弱 16,770
29 尾張東部衛生組合 晴丘センターごみ焼却施設 300 2 6弱 48,819
30 海部地区環境事務組合 八穂クリーンセンター 330 3 6弱 67,671
31 小牧岩倉衛生組合 環境センターごみ溶融施設 197 2 5強 31,077
32 知多南部衛生組合 知多南部クリーンセンター（ごみ処理施設） 113 2 6強 20,244
33 刈谷知立環境組合 クリーンセンター 291 3 6弱 24,987
34 江南丹羽環境管理組合 環境美化センターごみ焼却処理施設 150 2 5強 13,356
35 北設広域事務組合 中田クリーンセンター 20 2 5強 2,298
36 尾三衛生組合 東郷美化センター 200 2 6弱 28,725

合計 1,509,658
※ 施設の処理能力から平成26年度処理実績を差し引き、処理期間３年の余力を算出

※ 災害による被害に伴う処理能力の低下も考慮

豊川市

豊田市

名古屋市

豊橋市

岡崎市

春日井市



9  

最終処分場の処理可能量推計 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO. 施設設置者 施設名称

埋立地面積

(㎡)

全体容積

(㎥)

処理可能量

（覆土分を除く）

(㎥)

処理可能量

（覆土分を除く）

(ｔ)

1 愛岐処分場 250,000 5,770,000
2 第二処分場 11,300 107,300
3 廃棄物最終処分場（高塚地区第Ⅱ工区） 138,944 1,588,000
4 廃棄物最終処分場（高塚第６次Ⅰ工区） 25,000 262,000
5 岡崎市 北部一般廃棄物最終処分場 197,963 399,100 192,002 284,163
6 一宮市 光明寺最終処分場 21,540 105,480 12,123 17,942
7 半田市 一般廃棄物処理場 13,400 106,000 3,047 4,510
8 春日井市 一般廃棄物内津最終処分場 12,190 232,000 0 0
9 一般廃棄物足山田最終処分場 4,300 17,856

10 一般廃棄物深田最終処分場 15,800 80,000
11 一般廃棄物三月田最終処分場 19,000 105,000
12 一般廃棄物金野最終処分場 2,500 9,102
13 一宮焼却灰最終処分場 12,230 84,493
14 津島市 一般廃棄物最終処分場（鹿伏兎） 25,197 138,149 34,391 50,898
15 碧南市 西端地内一般廃棄物最終処分場 10,197 41,443 16,815 24,887
16 刈谷市 第二不燃物埋立場 27,000 87,000 21,341 31,585
17 豊田市 グリーン・クリーンふじの丘 24,000 125,000 0 0
18 安城市 一般廃棄物最終処分場（榎前） 23,400 80,200 35,657 52,773
19 平原地区一般廃棄物最終処分場 16,800 146,000
20 一色地区一般廃棄物最終処分場 10,000 49,000
21 佐久島地区一般廃棄物最終処分場 1,230 2,660
22 吉良地区一般廃棄物最終処分場 9,400 46,500
23 幡豆地区一般廃棄物最終処分場 7,100 38,824
24 一色不燃物最終処分場 25,210 205,213
25 一般廃棄物最終処分場 12,700 113,000
26 犬山市 八曽一般廃棄物最終処分場 8,583 72,158 4,729 6,999
27 常滑市 一般廃棄物最終処分場 18,000 95,500 26,284 38,901
28 江南市 一般廃棄物最終処分場 13,670 59,700 6,886 10,192
29 有海一般廃棄物管理型埋立処分場 8,600 37,000
30 鳥原一般廃棄物管理型埋立処分場 7,000 68,000
31 七郷一色一般廃棄物管理型埋立処分場 5,600 30,000
32 作手菅沼一般廃棄物管理型埋立処分場 1,800 4,600
33 東海市 東犬久利最終処分場 7,860 35,730 9,505 14,067
34 知多市 東鴻之巣最終処分場 12,400 57,600 29,630 43,852
35 知立市 第２不燃物処理場 13,573 46,553 12,681 18,767
37 赤羽根環境センター 3,900 12,200
38 渥美一般廃棄物最終処分場 44,080 150,500
39 第二東部最終処分場 6,900 40,000
40 弥富市 鍋田最終処分場 5,900 27,000 21,837 32,318
41 みよし市 不燃物埋立処分場 10,400 85,400 67,561 99,990
42 七宝町安松一般廃棄物最終処分場 5,506 31,657
43 篠田一般廃棄物最終処分場 15,658 85,336
44 飛島村 一般廃棄物最終処分場 5,000 2,300 0 0
45 篠島不燃物埋立地 2,488 8,316
46 日間賀島不燃物埋立地 4,168 26,625
47 武豊町 一般廃棄物最終処分場 9,400 65,500 4,341 6,424
48 幸田町 一般廃棄物最終処分場 2,300 4,000 1,738 2,573
49 洲崎最終処分場 6,857 12,127
50 大東最終処分場 8,370 38,139
51 尾張東部衛生組合 一般廃棄物最終処分場 21,000 200,000 106,649 157,841
52 小牧岩倉衛生組合 環境センター処分場 24,500 293,900 40,279 59,613
53 知多南部衛生組合 一般廃棄物最終処分場(口苔廻間) 8,500 40,000 24,086 35,647
54 江南丹羽環境管理組合 最終処分場 9,980 32,300 14,928 22,093
55 北設広域事務組合 滝の入最終処分場 1,629 3,600 1,543 2,283
56 北名古屋衛生組合 藤岡最終処分場 9,700 91,800 36,482 53,993

合計 1,629,197 2,411,212
※ 施設の残余容量から10年間分の処理実績（平成26年度）を差し引いて算出

東部知多衛生組合 22,137 32,763

南知多町 9,580 14,179

あま市 52,573 77,808

田原市 102,754 152,076

新城市 34,439 50,970

蒲郡市 27,315 40,427

西尾市 109,635 162,259

豊川市 44,930 66,497

429,665
豊橋市 210,986 312,259

名古屋市 290,314
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地域別処理フロー（尾張地域） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地域別処理フロー（西三河地域） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

再資源化

選別後の

廃棄物組成

復興資材等へ再生利用

金属スクラップや金属回収等により再生利用

路盤材骨材、埋め戻し材等へ再生利用

製紙原料、木質製品原料、セメント原燃料、ボイラー燃料等へ再生利用

災害廃棄物

（合計）12,722
災害廃棄物

（可燃物）2,094

災害廃棄物

（不燃物）10,628

津波堆積物

仮置場

での選別

（選別

破砕施設

の設置）

選別前の

廃棄物組成

可燃物

柱角材

コンクリート

金属

不燃物

分別土砂

焼却処理

4,229

7,774

単位：千ｔ

651

2,085

171

3,729

既存焼却施設での

処理

その他の処理

（可燃物）

1,200

341

・焼却灰

・ばいじん

・溶融スラグ

240 再生利用 76

最終処分

既存最終処分場での

処理

その他の処理

（不燃物等）

1,213

1,036

・選別の徹底による可燃物の削減

・仮設焼却炉の設置

・県外広域処理 等

・再資源化等の徹底による不燃物の削減

・県外広域処理 等

1,541

再資源化

再資源化

選別後の

廃棄物組成

復興資材等へ再生利用

金属スクラップや金属回収等により再生利用

路盤材骨材、埋め戻し材等へ再生利用

製紙原料、木質製品原料、セメント原燃料、ボイラー燃料等へ再生利用

災害廃棄物

（合計）4,713
災害廃棄物

（可燃物）739

災害廃棄物

（不燃物）3,974

津波堆積物

仮置場

での選別

（選別

破砕施設

の設置）

選別前の

廃棄物組成

可燃物

柱角材

コンクリート

金属

不燃物

分別土砂

焼却処理

1,849

2,788

単位：千ｔ

255

884

62

1,676

既存焼却施設での

処理

その他の処理

（可燃物）

179

372

・焼却灰

・ばいじん

・溶融スラグ

36 再生利用 11

最終処分

既存最終処分場での

処理

その他の処理

（不燃物等）

577

332

・選別の徹底による可燃物の削減

・仮設焼却炉の設置

・県外広域処理 等

・再資源化等の徹底による不燃物の削減

・県外広域処理 等

551

再資源化



11  

地域別処理フロー（東三河地域） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

再資源化

選別後の

廃棄物組成

復興資材等へ再生利用

金属スクラップや金属回収等により再生利用

路盤材骨材、埋め戻し材等へ再生利用

製紙原料、木質製品原料、セメント原燃料、ボイラー燃料等へ再生利用

災害廃棄物

（合計）3,190
災害廃棄物

（可燃物）517

災害廃棄物

（不燃物）2,673

津波堆積物

仮置場

での選別

（選別

破砕施設

の設置）

選別前の

廃棄物組成

可燃物

柱角材

コンクリート

金属

不燃物

分別土砂

焼却処理

1,229

1,851

単位：千ｔ

169

577

43

1,060

既存焼却施設での

処理

その他の処理

（可燃物）

142

239

・焼却灰

・ばいじん

・溶融スラグ

28 再生利用 9

既存最終処分場での

処理

その他の処理

（不燃物等）

0

・選別の徹底による可燃物の削減

・仮設焼却炉の設置

・県外広域処理 等

・再資源化等の徹底による不燃物の削減

・県外広域処理 等

381

再資源化

最終処分

596
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災害廃棄物発生量マップ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
津波堆積物発生量マップ 
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洪水浸水想定区域 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ※ 国土交通省が作成した国土数値情報 浸水想定区域データ（平成24年度作成）を基に、愛知県環境部作成 

    ※ 水防法第14条に基づく区域以外に、市町村が作成する洪水ハザードマップ情報等も含まれる可能性や、情

報が更新されている可能性もあるため、詳細は各河川管理者及び関係市町村で要確認 

 

 

土砂災害警戒区域 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ※ 愛知県建設部砂防課作成データ（平成26年6月作成）を基に、愛知県環境部作成 

    ※ 情報が更新されている可能性もあるため、詳細は各建設事務所及び関係市町村で要確認 
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高潮浸水想定 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            ※ 愛知県建設部港湾課作成（平成26年11月26日） 
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